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１．適用の範囲 

 

 

【解説】 

本マニュアルは、以下の施設・点検を対象とする。 

なお、これらと同様の支柱または梁構造を有する施設については、本マニュアルを準用することが

できる。 

対象とする 

施設 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 2 条第 2 項に規定する「道路の

附属物」のうち、道路標識、道路照明施設、道路情報提供装置（以下「附

属物」という。）の支柱や取付部等 

（本マニュアルで対象とする附属物の代表例を図―解１．１に示す。） 

対象とする 

点検 

定期点検 

（点検の種別を表－解１．１、図－解１．２に示す。） 

定期点検は、パトロールを実施していることを前提に、道路パトロールでは確認できない又は発見

が困難な損傷を発見することに重点を置いて、定期的に附属物の構造全体にわたり実施するもので、

本点検の結果より、附属物の対策の必要性の判断を行うこととする。 

 
図－解１．１ 附属物の例 

本マニュアルは、愛媛県が管理する道路に設置している道路標識、道路照明施設、道路情報提

供装置の支柱や取付部等の定期点検に適用する。 
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図－解１．２ 道路附属物点検のスキーム 

 
 

表－解１．１ 道路附属物点検の種別毎の内容 

区分 実施上のポイント 
必要とする 

専門的知識 
点検頻度 実施要領等 

道路 

パトロール 

一般交通の安全性 

の観点で実施 

無～低 

※主に人の感覚による 

1 回/週 

～1 回/月 

道路パトロール

実施要領 

定期点検 
各種構造物の安全性 

の観点で実施 
低～高 10 年ごと 本マニュアル 

広義な 

意味で 

の点検 
点

検 その他 

点検 
〃 低～高 必要の都度 別途の要領等 

 

（参考）道路パトロール実施要領における道路附属物点検 

道路パトロール実施要領（抜粋） 

道路パトロールは、以下の要領により実施するものとするが、職員以外が行うパトロール等に

ついては、パトロール実施責任者が実施する内容等の指示を行う。 

１ 道路パトロールの分類 

道路パトロールは、平常時のパトロール、異常時のパトロールの２種類に大別し、さらに平

常時のパトロールを、実施内容に応じ、通常パトロール、重点パトロール、定期パトロールに

分類する。 

２ 平常時のパトロール 

（１）実施方法・内容 

①平常時のパトロール（通常） 

    平常時のパトロール（通常）は、原則としてパトロール車により行うものとし、必要に

応じて徒歩又は自転車により行い、目視で判別できる範囲で次に掲げる事項について確認

するものとする。 

   なお、職員により平常時のパトロール（通常）を実施する場合は、２名以上とされてい

る実施体制のうち１名以上は、原則として道路法第７１条第４項の規定により命ぜられた

道路監理員（必ず身分証明書を携帯のこと。）とする。 

・一般交通の安
・全性の観点
・必要とする専
・門的知識
・（無～低）

・各種構造物の
・安全性の観点
・必要とする
・専門的知識（低～高）

平常時
パトロール（定期）

平常時
パトロール

道路
パトロール

平常時
パトロール（通常）

平常時
パトロール（重点）

その他点検

点検

広義な意味
での点検

地震時等
パトロール

異常気象時等
パトロール

定期点検

【道路パトロール
　実施要領】の適
　用範囲

【本点検マニュアル】
の適用範囲
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（略） 

ト 保安設備、安全施設の状況 

・ ガードレール、カーブミラー、視線誘導標、区画線、道路標識、道路照明、落石防

止柵、落石防止用ネット等の破損状況及び草等の繁茂により確認しがたい状態にな

っていないかどうか等 

（略） 
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２．点検の目的 

 

 

【解説】 

点検の第一の目的は、管理する附属物の損傷をできるだけ早期に発見することである。第二の目的

は、効率的な道路管理を実施するために必要な損傷や異常の程度の把握を行うことにある。附属物に

ついては、突然の灯具の落下や支柱の倒壊等の事故事例が報告されており、点検においては特にこの

ような事故に関わる損傷を早期に発見することとする。 

点検の結果を受けて、発見された損傷の部位、または内容に応じて適切な措置を行うことによって、

事故を防止し安全かつ円滑な交通を確保することができる。 

また、蓄積された点検結果を分析することにより、道路管理面から見た附属物の設計・施工上の問

題点や改善点が明らかになること、点検そのものの合理化に資することが期待される。 

 

附属物の点検は、道路管理の一環であり、管理する附属物の現状を把握し、異常または損傷を

早期に発見するとともに、対策の要否の判定を行うことにより、第三者被害の恐れのある事故を

防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目的として実施する。 
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３．点検の頻度と項目および方法 

 

 点検の頻度、方法及び項目は、次の通りとする。 

（１）点検頻度 

原則として 10 年ごとに行う。 

（２）点検方法 

点検方法は、外観目視を基本とする。 

なお、外観目視の結果などから、必要な場合には、詳細調査（超音波パルス反射法による

残存板厚調査やき裂深傷試験、また路面境界部の堀削を伴う目視）を実施すること。 

（３）点検項目 

点検項目は、表―３．１を標準とする。なお、点検部位は付録―１を参考にするとよい。 

表－３．１ 目視点検の項目 

点検部位 記号 損傷内容 備考 

リブ取付溶接部 Br き裂、腐食、変形・欠損など  

柱・ベースプレート溶接部 Bp き裂、腐食、変形・欠損など  

ベースプレート取付部 Bb き裂、ゆるみ・脱落、破断、腐食、変形・欠損など  

アンカーボルト・ナット Ab き裂、ゆるみ・脱落、破断、腐食、変形・欠損など  

柱・基礎境界部（支柱と基礎

コンクリートの境界） 
Pb き裂、腐食、変形など  

基礎コンクリート部 Bc ひび割れ、欠損など  

柱
脚
部 

路面境界部（GL -40mm） GL-40 き裂、腐食、変形・欠損など 図－解 3.４参照 

電気設備用開口部 Hh き裂、腐食、変形・欠損など  

電気設備用開口部ボルト Hb き裂、ゆるみ・脱落、破断、腐食、変形・欠損など  
開
口
部 

支柱内部 Pi 腐食、滞水など  

横梁仕口溶接部 Bw き裂、腐食、変形・欠損など  

横梁取付部 Bi き裂、ゆるみ・脱落、破断、腐食、変形・欠損など  

現場溶接部 Fw き裂、腐食、変形・欠損など  

横梁トラス溶接部 Tw き裂、腐食、変形・欠損など  

横梁分岐 Bj き裂、腐食、変形・欠損など  

支柱本体 Ph き裂、腐食、変形・欠損など  

支柱継手部 Pj き裂、ゆるみ・脱落、破断、腐食、変形・欠損など  

横梁本体 BH き裂、腐食、変形・欠損など  

支
柱
上
部 

横梁トラス本体 Th き裂、腐食、変形・欠損など  

標識板および標識板取付部 Rs き裂、ゆるみ・脱落、破断、腐食、変形・欠損など  取
付
部 灯具及び灯具取付部 Li き裂、ゆるみ・脱落、腐食、変形・欠損など  

ブラケット取付部（ブラケッ

トの橋梁本体への取付部） 
Bri 

き裂、ゆるみ・脱落、破断、腐食、変形・欠損

など 
 取

付
部 

 

ブ
ラ
ケ
ッ
ト ブラケット本体 Brh き裂、腐食、変形・欠損など  

バンド部（共架型） Bn 
き裂、ゆるみ・脱落、破断、腐食、変形・欠損

など 
 そ

の
他 

配線部分 Wi き裂、腐食、変形・欠損など  
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【解説】 

（１）点検頻度 

定期点検は、10 年に 1 度を原則として行うものとした。このとき、所定のサイクル期間（10

年）で総数の点検が行えるようなローテーションを考慮した計画とすることが望ましい。 

なお、次のものについては点検を優先させるとよい。 

点検を優先させるとよい附属物 理由 

橋梁部や海岸付近に設置された附属物 

デザイン式の道路照明柱または飾り具等が施

された附属物（写真－解３．１参照） 

 
写真－解３．１ デザイン式道路照明柱 

設置後 10 年以降比較的早期に損傷が大きい

と判定された事例がある 

設置後 20 年以上経過している附属物 経年劣化が原因で撤去される附属物の基数

は設置後 25 年目以降に増加する傾向にある 

 

また、道路照明については、概ね５年程度の頻度で、ランプ交換等を行うので、このような維

持作業に併せて点検を行うと効率的である。また、道路標識や道路情報提供装置についても、標

識板の交換や更新、または維持作業車に併せて点検を行うと効率的である。 

 

（２）点検方法 

定期点検は、外観目視を基本とし、必要に応じて詳細調査（超音波パルス反射法による残存板

厚調査やき裂深傷試験、また路面境界部の堀削を伴う目視）を実施することとする。 

 

図－解３．１ 定期点検の実施 

 

超音波パルス反射法による残存板厚調査 

板厚調査は、外観目視により腐食等の異常が見られるものや、外観上明らかではないが腐食に

より板厚減少が生じている疑いのある箇所を対象とする。超音波パルス反射法による残存板厚調

査の実施手順は付録―２を参照のこと。 

なお、設置後概ね 25 年以上経過した道路照明は、塗装の塗替え等により外面が一見健全であ

っても、路面境界部や内部の腐食により、倒壊の危険性があるため、残存板厚を定量的に測定し、

外観目視
（基本）

詳細調査実施の要否検討
（図-解3.2、解3.3、解3.4）

外観目視＋詳細調査実施
　（基本）（必要な場合）

外観目視のみ
（基本）

必要必要なし
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構造安全性を満足する板厚を有しているか否かを把握して維持管理することが必要である。 

図－解３．２に残存板厚調査の要否検討フロー（目安）を示す。 

 

図－解３．２ 残存板厚調査の要否検討フロー 

 

き裂深傷試験 

高架橋に設置された照明柱など、疲労が生じる条件にある附属物において、塗膜表面に異常（例

えば、塗膜の割れ、めっきの割れ、錆汁の発生）などが発見され、き裂かどうか目視のみでは判

別できない場合には、必要に応じて磁粉深傷試験または浸透深傷試験を行うとよい。磁粉深傷試

験は、き裂検出能力に優れているが、非磁性材料（アルミニウムなど）には適用できないので、

その場合には浸透探傷試験により行うとよい。ただし、浸透探傷試験は定められた手順に従い慎

重に実施しないと、き裂の検出ができない場合があるので注意が必要である。き裂探傷試験の実

施手順は付録―３を参照のこと。 

図―解３．３にき裂探傷試験の要否検討フロー（目安）を示す。 

 

図－解３．３ き裂探傷試験の要否検討フロー 
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路面境界部の堀削を伴う目視 

路面境界部の腐食については、既往の事故事例より得られた知見から附属物の突然の倒壊を起

こす要因になることが明らかとなっている。一方、過去に行われた点検結果によると、路面境界

部が土砂やアスファルト、またインターロッキングで覆われている場合など、雨水等が支柱基部

に滞水しやすい構造となっている場合に、倒壊の要因となるいような著しい腐食が発生する傾向

がみられた。 

このことから、路面境界部が土砂で覆われ人力施工で容易に掘削できる場合には、必ず路面境

界部を露出させ状況の確認を行うものとする。 

一方、路面境界部がアスファルトやインターロッキングなどで覆われている場合は、本部位を

露出させて確認することが困難なことも想定される。過去の点検結果や事故事例によると、路面

境界部がアスファルトで覆われている場合、設置後 30 年以上経過した附属物に、倒壊の要因と

なるような著しい腐食がみられたことから、点検では設置後 25 年以上経過した附属物について

必ず堀削を行うものとする。ただし、設置後 25 年未満の附属物であっても、路面上において目

視できる状況から当該部位の腐食の有無を推定し、腐食の発生が明らかである場合に、アスファ

ルトなどをはつり路面境界部を露出させ状況を確認することとする。腐食の発生が明らかである

と考えられる事例を以下に示す（写真－解３．２参照）。 

・ 支柱本体の路面付近に錆汁が付着しているなど、著しい腐食が生じているもの 

・ 全体的に断面欠損を伴う腐食は生じているもの 

・ 支柱本体の路面付近に滞水、または滞水の形跡が認められるもの 

   

土砂を掘削 アスファルトを掘削 コンクリートを掘削 

写真－解３．２ 路面境界部の腐食事例 

 

また、路面境界部がコンクリートで覆われ、適切な排水対策が施されている場合には、必ずし

も本部位の点検を行う必要はないが、コンクリートにひび割れ等が生じ、支柱と路面との間に滞

水、または滞水の形跡が認められるなど、路面境界部の腐食の発生が懸念される場合においては、

コンクリートをはつり点検を行うのがよい。 

なお、塗装式の附属物については、塗装の塗替え等により外面が健全であっても、路面境界部

や内部に腐食が進行している可能性もあるため、注意が必要である。 

図―解３．４に路面境界部の堀削を伴う目視の要否検討フロー（目安）を示す。 
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図－解３．４ 路面境界部の堀削を伴う目視の要否検討フロー 

 

（３）点検項目 

点検項目に関する注意点は以下の通りである。 

①路面境界部 

既往の事故事例により得られた知見から、路面境界部の腐食（写真－解３．１参照）が附属物

の突然の倒壊を起こす要因になることが明らかになっている。 

そこで、GL―40mm 付近を路面境界部として位置づけ（図―解３．５参照）、必要な場合には、

この部位の腐食についてはその状況を目視により確認のうえ、対象となるものについては板厚調

査により残存板厚を把握することとした。 

 

図－解３．５ 路面境界部の定義 

 

②標識取付部 

標識板の重ね貼りに用いたビスが落下した事例があるので、重ね貼りのビスも標識板取付部と

して点検する必要がある。 

 

③支柱内部 

支柱内部の滞水は、一般的に電気設備開口部から懐中電灯で照らして観察するが、小石を落と

して水音がしないかどうかを確認したり、必要に応じてファイバースコープを用いて観察するこ

とにより判断するとよい。支柱内部の腐食や滞水は、その原因として電気設備開口部のパッキン

の劣化に伴う雨水の浸入、内部の結露等が考えられる。パッキンは、劣化が認められた場合、速

やかに交換する必要がある。また、箱形状の電気設備開口部では、一般に箱下面隅に小さな通気
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孔が設けられており、その孔は内部における結露の発生を抑制している。よって、その孔がゴミ

等により塞がれていないことを確認するとよい。 

 

④支柱溶接部 

支柱溶接部は、溶接接合のため内面に裏当てを有しており（図－解３．６参照）、内部に結露

等により水滴が発生すると裏当て部の段差に耐水する可能性がある。そのため、常に湿潤状態と

なり腐食が集中的に進行し、倒壊を起こした事故事例（写真－解３．３参照）がある。 

 

 

 

図－解３．６ 支柱溶接部の構造 写真－解３．３ 支柱溶接部の腐食による倒壊事例 

 

⑤ゆるみ・脱落 

ボルト・ナットのゆるみ・脱落は、目視により何らかの異常が見いだされた場合などは、スパ

ナ等で回してゆるみのないことを確認する。また、取付部や継手部等の主要部材に対して、ボル

ト・ナットに合いマーク等を施工しておくと、以後の点検においてゆるみ・脱落の確認が容易に

行える。そのため、新設の附属物については竣工時に、また既設の附属物については初回の点検

時に併せて合いマーク等の施工を行っておくのがよい。 

 

（注意事項） 

① ボルトのゆるみ・脱落は、設置後比較的早期に発生した事例があることから注意が必要であ

る（写真―解３．４参照）。 

 
写真―解３．４ 設置後１年程度の附属物のアンカーボルトのゆるみ 

 

② 道路照明によく用いられている高圧ナトリウムランプについては、その寿命は一般に概ね 5

年程度といわれているが、高架橋や風が強い地域に設置されているなど振動の影響を受けや



 11 

すい条件下にある道路照明の高圧ナトリウムランプの寿命は、極端に短くなるといわれてい

る。したがって、目視による揺れの確認のみならず、ランプ寿命が極端に短いといった現象

がみられた場合には、注意が必要である。 

③ 道路標識板に車両の接触と考えられる衝突痕が残されていた場合に、道路標識板だけでなく、

その他の部材においても著しい変形やき裂が生じていた事例があるため、注意が必要である。 

④ 橋梁部の地覆部等に設置された附属物を更新する場合、旧附属物のアンカーボルトを転用す

ることがある。この場合、転用する旧部材については、腐食等の損傷が生じていないこと、

損傷が生じているならば、適切な措置・補修等を施したことを確認した上で使用する必要が

あるが、このような確認がなされず、設置後１年程度でアンカーボルトのみに損傷が進行し

ている事例もあるため、注意が必要である。 
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４．点検用資機材の携帯 

 

 

【解説】 

点検にあたっては、効果的な成果を得るために、その目的に応じた適切な資機材を常に携行する必

要がある。以下に点検業務に用いる資機材の例を示す。 

表―解８．１ 点検用資機材の例 

項目 資機材 用途 

点検ハンマー 打音による確認 

双眼鏡 高所の目視 

コンベックス  

懐中電灯 支柱内部の観察 

超音波厚さ計 板厚調査 

浸透探傷試験用資材 浸透探傷試験 

点検用具 

磁粉探傷試験用資機材 磁粉探傷試験 

記録用具 カメラ 写真の撮影 

安全用具 ヘルメット  

その他 スパナ 電気設備用開口部の開放 

ボルトの締め直し 

 塗料 合マーク施工 

 

点検作業の実施にあたっては、点検者は対象となる点検種別および点検業務の内容に応じて必

要な点検用資機材を携行しなければならない。 
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５．損傷度判定基準 

 

 

【解説】 

損傷度判定基準は、損傷の程度による点検結果の判定区分を示すものである。ここでは、外観目視、

残存板厚調査とも損傷度を３つに区分することにした。 

（１）外観目視 

外観目視により点検する場合の、損傷内容毎の判定区分と実際の損傷状況を表―解５．１に、判定

例を表―解５．２に示す。 

表－解５．１ 損傷度判定区分と損傷状況 

点検方法 損傷内容 判定区分 損傷状況 

Ⅰ 損傷なし 

Ⅱ － き裂 

Ⅲ き裂がある 

Ⅰ 損傷なし 

Ⅱ 錆は表面的であり、著しい板厚の減少は視認できない。 防食機能 

の劣化 
Ⅲ 

表面に著しい膨張が生じているか、または明らかな板厚

減少が確認できる。 

Ⅰ 損傷なし 

Ⅱ 孔食が生じている。 孔食 

Ⅲ 貫通した孔食が生じている。 

Ⅰ 損傷なし 

Ⅱ － 

外観目視 

腐

食 

異種金属 

接触腐食 
Ⅲ 異種金属接触による腐食がある。 

外観目視による損傷度判定基準は表―５．１のとおりとする。 

また、残存板厚調査を実施した場合の、腐食に関する損傷度判定基準は表―５．２のとおりと

する。 

表―５．１ 外観目視による損傷度判定基準 

判定区分 一  般  的  状  況 

Ⅰ 損傷が認められない。 

Ⅱ 損傷が認められる。 

Ⅲ 損傷が大きい。 

 

表―５．２ 板厚調査による損傷度判定基準 

判定区分 損  傷  状  況 

ⅰ 残存板厚が管理板厚以上である。（t C≦t） 

ⅱ 残存板厚が限界板厚以上、管理板厚未満である。（ｔL≦t＜t C） 

ⅲ 残存板厚が限界板厚未満である。（t＜tL） 

ここに、t ：残存板厚（測定値）の最小値 

    t C ：管理板厚（tL＋1mm） 

    tL ：限界板厚（設計荷重に対して許容応力度を超過しない限界の板厚のこと。） 
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Ⅰ 損傷なし 

Ⅱ ボルト・ナットのゆるみがある。 ゆるみ・脱落 

Ⅲ ボルト・ナットの脱落がある。 

Ⅰ 損傷なし 

Ⅱ － 破断 

Ⅲ ボルトの破断がある。 

Ⅰ 損傷なし 

Ⅱ 変形または欠損がある。 変形・欠損 

Ⅲ 著しい変形または欠損がある。 

Ⅰ 滞水の形跡が認められない。 

Ⅱ 滞水の形跡が認められる。 滞水 

Ⅲ 滞水が生じている。 

 

 

表－解５．２ 損傷内容が腐食に係る判定例 

判定 

区分 
損傷状況 

Ⅱ 

 

  

Ⅲ 
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（２）残存板厚調査 

残存板厚調査を実施した場合は、測定から得られた残存板厚をもとに、以下の損傷度判定を行うこ

ととした。 

判定区分ⅰは、継続的な定期点検を行うが、初期機能をほぼ維持しており、当面は更新・補修・補

強等の対応を必要としない状況のことである。 

判定区分ⅱは、安全性、使用性、景観性、また今後の安全性の維持に関わる耐久性等が低下してお

り、今後状態を観察しながら計画的な更新・補修を必要とする状況のことである。 

判定区分ⅲは、断面欠損を伴う腐食により、安全性が大幅に低下し、早急に更新・補強補修を必要

とする状況のことで、現状で倒壊や落下等の危険性がある場合は、応急処置を含め速やかな対応を取

ること。 

ここに、管理板厚とは今後 10 年の間に限界板厚に達する可能性のある板厚のことで、次式で与え

られる。 

   管理板厚＝限界板厚＋腐食速度×10 年              （解５．１） 

 

なお、腐食速度については、既往の点検データ、および文献等から 0.1[mm/年]と設定した。こ

れは、既往の文献に示されている大気中における鋼材の腐食速度や、過去の調査事例をもとに、比較

的厳しい腐食環境にあった道路照明ポールから算出した平均的な腐食速度が 0.094[mm/年]であっ

たことを鑑みて設定した値である。ただし、海岸部や凍結防止剤の散布が多い場所などに設置され、

腐食速度がこの値を上回る可能性が高いと考えられる場合には、別途考慮する必要がある。鋼材の腐

食速度の参考値を表―解５．２に示す。 

表－解５．２ 鋼材の腐食速度の参考値 

（(社)鋼材倶楽部「腐食性材料(１) 昭和 63 年」より） 

 環境 腐食速度[mm/年] 

飛沫帯 0.3 

干満帯 0.1～0.3 

海水 

海中 0.1～0.2 

河川 河川 0.1 

田園地帯 0.01～0.02 

海岸地帯 0.03～0.05 

大気 

工業地帯※ 0.04～0.055 

※ 高度成長時代のデータ 

 

（３）参考【腐食形態】 

附属物における鋼材の防食方法については、①塗装による鋼材表面の保護、②亜鉛めっきによる鋼

材表面の保護、③アルミ、ステンレス鋼など腐食しにくい材料の採用、等が挙げられる。それぞれの

防食方法により、次のように劣化状況が異なるので、注意を払う必要がある。 

塗装による鋼材表面の保護の場合、水分や大気中の科学腐食成分、紫外線等の外的要因により、塗

装が劣化した後、鋼材の表面に錆が生じ、板厚が減少していく。 

亜鉛めっきは、亜鉛と空気中の酸素が反応して表面に生成される酸化皮膜と、亜鉛と鉄のイオン化

傾向の違いにより亜鉛が犠牲アノード型被膜となり、防食機能を発揮するものである。亜鉛めっき層

は、水分や大気中の化学腐食成分等の外的要因により減少し、亜鉛めっき層の喪失により、鋼材に錆

が生じる。 

アルミは、アルミニウム表面が酸素と結合した酸化皮膜により、保護されているものである。大気
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中の化学腐食成分等の外的要因により酸化皮膜が喪失することにより、アルミと水分が結合して水酸

化アルミを生成し、「黒色化反応」を生じることがあるが、一般的に耐久性を損なうものではない。

ただし、アルミニウムは、鋼に比べて材質が柔らかく傷つきやすく、酸化皮膜が破損すると局部腐食

を生じやすいという欠点がある。 

ステンレスは、ステンレス鋼に含まれるクロムが酸素と結合して表面に生成される不働態皮膜の働

きにより、保護されているものである。塩分や大気中の化学腐食成分の外的要因により、不働態皮膜

の再生が妨げられ、孔食が発生する。鉄は、表面が全体的に錆び、剥がれていくのに対し、ステンレ

スは、それとは異なり、不働態化した表面の一部の皮膜が破れると、その部分だけ穴が開くように腐

食が進行するものであり、これが孔食と呼ばれる現象である。 

異種金属接触腐食とは、異なる金属を電極とした、局部電池の形成による電気化学的反応で生じる

腐食であり、イオン化傾向の大きいことのより陽極となる金属が腐食するものである。例えば、鋼材

にステンレス製のボルトを使用した場合、鋼材側が集中的に腐食するため、注意が必要である。 
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６．点検後の対策と次回点検の検討 

 
 

【解説】 

（１）損傷度の判定を行ったものについては、その程度に応じた対策を検討しなければならない。 

外観目視による点検の場合には、損傷度の判定区分と、対策の判定区分が１：１で対応するも

のではないため、損傷の種類、状況、部材の重要度、構造物の周囲の状況などを総合的に判断し

て対策区分の判定を行う。 

一方、板厚調査を実施した場合は、損傷度区分と対策の判定においては、残存板厚から定量的

に附属物の余寿命を推定できるため、表―解６．１を参考に対策の判定を行う（損傷度の判定区

分と、対策の判定区分が１：１で対応）。 

表－解６．１ 損傷度判定区分と対策の判定区分 

板厚調査による損傷度判定 対策の判定 

判定 

区分 

損傷状況 

 

判定 

区分 

一般的状況 

ⅰ 
残存板厚が管理板厚以上である。 

（t C≦t） 
→ A 

損傷が認められないか軽微で、補修を行

う必要がない。 

ⅱ 
残存板厚が限界板厚状、管理板厚未満

である。（ｔL≦t＜t C） 
→ B 

変状が認められるが緊急性はなく、計画

的に補修・補強等を行う必要がある。 

ⅲ 
残存板厚が限界板厚未満である。 

（t＜tL） 
→ C 

著しい変状が認められ、早急に更新ある

いは補強等の必要がある。 

 

（２）対策は、損傷度、損傷部位、損傷原因および経済性に対して適切な対策工法を選定したうえで

実施しなければならない。 

その際、損傷原因が明確なものについては再損傷をしないような処置を行い、損傷原因が不明

（１）点検で得られた損傷度区分により、各部位について対策の要否を検討する。このとき、損

傷に対する対策の判定基準は、表―６．１のとおりとする。 

表―６．１ 対策の判定基準 

判定区分 一  般  的  状  況 

A 損傷が認められないか軽微で、補修を行う必要がない。 

B 変状が認められるが緊急性はなく、計画的に補修・補強等を行う必要がある。 

C 著しい変状が認められ、早急に更新あるいは補強等の必要がある。 

 

（２）対策が必要と判定された損傷部位に対しては、損傷原因を特定し、適切な工法を選定した

うえで対策を実施しなければならない。 

（３）対策の検討に併せて、表－解６．２により次回点検の実施時期の検討するものとする。 

表－解６．２ 次回点検の実施時期 

損傷等の状況 次回点検の時期 

点検で損傷が認められなかった（Ⅰ） 

損傷が認められた（Ⅱ、Ⅲ）がその後補修等の対策が実施されている 

10 年後 

点検で損傷が認められた（Ⅱ、Ⅲ）がその後補修等の対策が実施されてい

ない 

5 年後 
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なものについては、専門家より助言を受けたうえで対策を行う必要がある。 

損傷原因のうち、き裂についての対応は、原因や効果的な補修方法について、また明らかにさ

れていない事例もある。対策方法を検討していくためには損傷および対策事例に関する情報をで

きるだけ集積することと、専門家からの適切な助言を受けることが重要である。 

なお、き裂が一旦発生すると比較的早期にき裂が進行する可能性もあるので、対策までの間に

適宜応急処置を施したり、監視をするなどの対応が必要となる。 

また、ボルト・ナットのゆるみ、脱落等については、一般的には点検時に取替え、ゆるみ防止

等の措置をとることから、その他の損傷がなければ別途補修を行う必要はないが、それらの措置

事故について記録に残しておく必要がある。 

 

（３）点検の頻度は、原則として１０年としているが、１０年間安全性を確保できると言い切れない

ものについては、５年後に点検を行うこととした。 
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７．点検結果、措置・対策結果の記録方法 

 

 

【解説】 

点検の結果は、合理的な維持管理を実施するうえで貴重な資料となることから、点検を実施した場

合は、点検結果を記録することとした。また、点検の結果から、措置・対策を実施した場合は、その

結果を道路管理情報システムに登録することとした。 

 

８．その他 

 

 

【解説】 

①について 

 全体の点検年次計画を策定する際は、道路管理情報システムや、道路照明施設においては電力会社

からの請求明細書等を活用し策定することとする。 

 また、新設された道路附属施設が追加された場合等においては、適宜、全体の点検年次計画を修正

することとする。 

 

・ 道路標識 点検年次計画表（様式―１） 

・ 道路照明灯 点検年次計画表（様式－２） 

・ トンネル照明 点検年次計画表（様式－３） 

・ 道路情報板 点検年次計画表（様式－４） 

 

②について 

 道路附属物点検結果表については、各地方局建設部・土木事務所の点検代表者がデータの整理や保

管を行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①道路附属施設の点検を開始する前には、全体の点検年次計画を策定するものとする。また必要

に応じて、計画表を見直すこととする。 

②道路附属物点検結果表については、各地方局建設部・土木事務所でデータを整理し、保管する

こととする。 

点検や措置・対策を実施した場合には、その結果を記録することとする。 
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
き裂 き裂
腐食 腐食

変形・欠損 （横梁取付部から　　　　m） 変形・欠損
その他 その他
き裂 き裂
腐食 腐食

変形・欠損 （横梁取付部から　　　　m） 変形・欠損
その他 その他
き裂 き裂

ゆるみ・脱落 ゆるみ・脱落
破断 破断
腐食 腐食

変形・欠損 変形・欠損
その他 その他
き裂 き裂

ゆるみ・脱落 ゆるみ・脱落
破断 腐食
腐食 変形・欠損

変形・欠損 その他
その他 き裂
き裂 ゆるみ・脱落
腐食 破断
変形 腐食

その他 変形・欠損
ひび割れ・欠損 その他

き裂 き裂
腐食 腐食

変形・欠損 変形・欠損
その他 その他
き裂 き裂
腐食 ゆるみ・脱落

変形・欠損 破断
その他 腐食
き裂 変形・欠損

ゆるみ・脱落 その他
破断 き裂
腐食 腐食

変形・欠損 変形・欠損
その他 その他
腐食 目視判定基準
滞水 判定区分

その他 Ⅰ
き裂 Ⅱ
腐食 Ⅲ

変形・欠損
その他 Ⅰ
き裂

ゆるみ・脱落
破断
腐食

変形・欠損 Ⅰ
その他 Ⅱ
き裂 Ⅲ
腐食 Ⅰ

変形・欠損 Ⅱ
その他 Ⅲ
き裂 Ⅰ
腐食 Ⅱ

変形・欠損 Ⅲ
その他 Ⅰ
き裂 Ⅱ
腐食 Ⅲ

変形・欠損 Ⅰ
その他 Ⅱ
き裂 Ⅲ
腐食 Ⅰ

変形・欠損 Ⅱ
その他 Ⅲ
き裂

ゆるみ・脱落 対策の判定基準
破断
腐食

変形・欠損
その他

管理者

道路附属物点検記録表（現場チェックシート）　　　　　
(1)基本情報

附属物名

路線名 道路台帳付図番号

前回点検年度 初回点検
設置年月 距離標 （上 ・ 下）

点検者氏名
点検実施日 平成　　年　　月　　日
点検手段

(3)点検結果

点検部位 損傷内容
損傷度

Ⅳ
判定
区分 点検部位 損傷内容

損傷度
Ⅳ

判定
区分

柱
脚
部

リブ取付溶接部（Ｂｒ）
支
柱
上
部

横梁本体（ＢＨ）

柱・ベースプレート溶接部
（Ｂｐ）

横梁トラス本体（Ｔｈ）

ベースプレート取付部（Ｂｂ）

取
付
部

標識板および標識板取付部
（Ｒｓ）

アンカーボルト・ナット（Ａｂ）
灯具および灯具取付部（Ｌｉ）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
部

柱・基礎境界部（Ｐｂ） ブラケット取付部（Ｂｒｉ）
（支柱と基礎コンクリートの （ブラケットの橋梁本体への
境界） 取付部）
基礎コンクリート部（Ｂｃ）

ブラケット本体（Ｂｒｈ）
路面境界部（ＧＬ-40）
（GL－40㎜）

開
口
部

電気設備用開口部（Ｈｈ）

そ
の
他

支柱内部（Ｐｉ）

バンド部（Ｂｎ）
（共架型）

電気設備用開口部ボルト
（Ｈｂ）

配線部分（Ｗｉ）

損傷内容 損傷状況

き　裂
損傷なし

き裂がある。
ひび割れ・欠損 ひび割れ・欠損がある。

横梁取付部（Ｂｉ）

Ⅱ 錆は表面的であり、著しい板厚減少は視認
出来ない。

Ⅲ
表面に著しい膨張が生じているか、または明
らかな板厚減少が視認できる。

孔食
損傷無し
孔食が生じている。

現場溶接部（Ｆｗ）

貫通した孔食が生じている。

異種金属
接触腐食

損傷無し

異種金属接触による腐食がある。

腐食

防食機能
の劣化

損傷無し

横梁トラス溶接部（Ｔｗ）
ゆるみ・脱落

損傷無し
ボルト・ナットのゆるみがある。
ボルト・ナットの脱落がある。

破　断
損傷無し

横梁分岐部（Ｂｊ）

滞水の形跡が認められる。

ボルトの破断がある。

変形・欠損
損傷無し

Ａ

変形または欠損がある。
著しい変形または欠損がある。

支柱本体（Ｐｈ）
滞　水

滞水の形跡が認められない。
（基礎から　　　　m）

対象外

支柱継手部（Ｐｊ） 判定区分 一　般　的　状　況

支
柱
上
部

横梁仕口溶接部（Ｂｗ）

（基礎から　　　　m）

備
考 Ｃ 著しい変状が認められ、早急に更新あるいは補強等の

必要がある

所在地
道路台帳（年度）

外観目視 緊急輸送道路

(2)概要
事務所名 点検種別 定期点検

整理（管理）番号

平成　　年度版

損傷が認められないが軽微で、補修を行う必要がない

Ｂ
変状が認められるが緊急性はなく、計画的に補修・補強
等を行う必要がある

滞水が生じている。
Ⅳ
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点検地点位置図（道路台帳等）

状況写真

道路附属物点検記録表（現場チェックシート）　　　　　
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
き裂 ● き裂 ●
腐食 ● 腐食 ●

変形・欠損 ● （横梁取付部から　8.0m） 変形・欠損 ●
その他 ● その他 ●
き裂 ● き裂 ●
腐食 ● 腐食 ●

変形・欠損 ● （横梁取付部から　　　　m） 変形・欠損 ●
その他 ● その他 ●
き裂 ● き裂 ●

ゆるみ・脱落 ● ゆるみ・脱落 ●
破断 ● 破断 ●
腐食 ● 腐食 ●

変形・欠損 ● 変形・欠損 ●
その他 ● その他 ●
き裂 ● き裂 ●

ゆるみ・脱落 ● ゆるみ・脱落 ●
破断 ● 腐食 ●
腐食 ● 変形・欠損 ●

変形・欠損 ● その他 ●
その他 ● き裂 ●
き裂 ● ゆるみ・脱落 ●
腐食 ● 破断 ●
変形 ● 腐食 ●

その他 ● 変形・欠損 ●
ひび割れ・欠損 A その他 ●

き裂 ● き裂 ●
腐食 ● 腐食 ●

変形・欠損 ● 変形・欠損 ●
その他 ● その他 ●
き裂 ● き裂 ●
腐食 ● ゆるみ・脱落 ●

変形・欠損 ● 破断 ●
その他 ● 腐食 ●
き裂 ● 変形・欠損 ●

ゆるみ・脱落 ● その他 ●
破断 ● き裂 ●
腐食 ● 腐食 ●

変形・欠損 ● 変形・欠損 ●
その他 ● その他 ●
腐食 ● 目視判定基準
滞水 ● 判定区分

その他 ● Ⅰ
き裂 ● Ⅱ
腐食 ● Ⅲ

変形・欠損 ●
その他 ● Ⅰ
き裂 ●

ゆるみ・脱落 ●
破断 ●
腐食 ●

変形・欠損 ● Ⅰ
その他 ● Ⅱ
き裂 ● Ⅲ
腐食 ● Ⅰ

変形・欠損 ● Ⅱ
その他 ● Ⅲ
き裂 ● Ⅰ
腐食 ● Ⅱ

変形・欠損 ● Ⅲ
その他 ● Ⅰ
き裂 ● Ⅱ
腐食 ● Ⅲ

変形・欠損 ● Ⅰ
その他 ● Ⅱ
き裂 ● Ⅲ
腐食 ● Ⅰ

変形・欠損 ● Ⅱ
その他 ● Ⅲ
き裂 ●

ゆるみ・脱落 ● 対策の判定基準
破断 ●
腐食 ●

変形・欠損 ●
その他 ●

所在地
道路台帳（年度）

１０－８
0.7+

外観目視 緊急輸送道路 ２次

変状が認められるが緊急性はなく、計画的に補修・補強
等を行う必要がある

著しい変状が認められ、早急に更新あるいは補強等の
必要がある

中予地方局建設部 平成２４年度版

備
考

異常なし
※基礎コンクリート露出型

基礎コンクリート部（Ｂｃ）

横梁本体（Ｂｈ）

横梁トラス本体（Ｔｈ）

ブラケット取付部（Ｂｒｉ）

バンド部（Ｂｎ）

一　般　的　状　況

損傷が認められないが軽微で、補修を行う必要がない

判定区分

Ｂ

Ｃ

Ａ
－

Ⅳ

A

－

A

－

－

－

－

－

－

－

－

A

変形または欠損がある。
著しい変形または欠損がある。

Ⅳ

－

－

－

－

A

－

－

損傷無し
錆は表面的であり、著しい板厚減少は視認
出来ない。

表面に著しい膨張が生じているか、または明
らかな板厚減少が視認できる。

滞　水

破　断

滞水が生じている。

ボルトの破断がある。

変形・欠損
損傷無し

損傷状況
損傷なし

き裂がある。

損傷無し
孔食が生じている。

損傷無し
ボルト・ナットのゆるみがある。

異種金属接触による腐食がある。

取
付
部

異種金属
接触腐食

電気設備用開口部ボルト
（Ｈｂ）

損傷内容

配線部分（Ｗｉ）

取付部）

（共架型）

Ⅲ

Ⅱ

－

－

A

（支柱と基礎コンクリートの
境界）

柱
脚
部

リブ取付溶接部（Ｂｒ）

柱・ベースプレート溶接部
（Ｂｐ）

ベースプレート取付部（Ｂｂ）

アンカーボルト・ナット（Ａｂ）

（GL－40㎜）

点検種別
(2)概要

（基礎から　8.0m）

横梁トラス溶接部（Ｔｗ）

横梁分岐部（Ｂｊ）

支柱本体（Ｐｈ）

開
口
部

柱・基礎境界部（Ｐｂ）

（上 ・ 下）平成５年11月
0520400010　1整理（管理）番号

距離標
前回点検年度

路線名
設置年月

道路附属物点検記録表（現場チェックシート）　　記載例　　　
(1)基本情報

松山市中須賀３丁目

（主）松山東部環状線（40号）

道路標識（逆L型）附属物名
管理者

道路台帳付図番号

初回点検

定期点検

支
柱
上
部

(3)点検結果

点検部位 損傷内容
損傷度 判定

区分
損傷度 判定

区分

ボルト・ナットの脱落がある。

滞水の形跡が認められない。
滞水の形跡が認められる。

平成24年8月10日

点検部位

防食機能
の劣化

標識板および標識板取付部
（Ｒｓ）

灯具および灯具取付部（Ｌｉ）

（ブラケットの橋梁本体への

損傷内容

支
柱
上
部

ひび割れ・欠損がある。

腐食

Ⅳ 対象外

貫通した孔食が生じている。
損傷無し

損傷無し

支柱継手部（Ｐｊ）

横梁取付部（Ｂｉ）

路面境界部（ＧＬ-40）

ゆるみ・脱落

孔食

現場溶接部（Ｆｗ）

A

支柱内部（Ｐｉ）

電気設備用開口部（Ｈｈ）

き　裂

横梁仕口溶接部（Ｂｗ）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
部

そ
の
他

ひび割れ・欠損

係長　　道路　太郎
中予地方局建設部

点検者氏名 点検実施日
点検手段

事務所名

主任　　国道　一郎

（基礎から　　　　）

ブラケット本体（Ｂｒｈ）

県道については、路
線番号の記載もお願
いします。

「１次、２次、指定なし」を
記載してください。

構造（標識・照明灯等）によって、点検する部位が異なります。 

【付録－１ 点検部位概略図】参照してください。 
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点検地点位置図（道路台帳等）

状況写真

平成２４年度版

道路附属物点検記録表（現場チェックシート）　　　　　

①全景

②表面詳細

①

③裏面詳細 ④基礎部

②,③,④
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平成２４年度策定　道路標識　点検年次計画表（様式－１）

点検年度 整理（管理）番号 道路
種別 路線名 所在地

緊急
輸送路

※2
備考

①緊急性の高い路線（緊急輸送道路）から点検していく計画としてください。

②各年度で路線を割り振った計画としてください。

　例）国道○○○号については、1年目（平成24年度）に全て点検を実施する。

③道路管理情報システムから計画表を策定してください。

1年目平成24年度 基

2年目平成25年度 基

3年目平成26年度 基

4年目平成27年度 基

5年目平成28年度 基

6年目平成29年度 基

7年目平成30年度 基

8年目平成31年度 基

9年目平成32年度 基

10年目平成33年度 基

合　計 基

※１　道路管理情報システムにて振られている整理（管理）番号を記入してください。

※２　１次・２次・指定なしのいずれかを記入してください。

事務所名：○○土木事務所
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平成２４年度策定　道路照明灯　点検年次計画表（様式－２）

点検年度 整理（管理）番号
道路
種別 路線名 所在地

緊急
輸送路

※2

電力会社の
お客様番号

※3
備考

①緊急性の高い路線（緊急輸送道路）から点検していく計画としてください。

②各年度で路線を割り振った計画としてください。

　例）国道○○○号については、1年目（平成24年度）に全て点検を実施する。

③道路管理情報システムから計画表を策定してください。

1年目平成24年度 基

2年目平成25年度 基

3年目平成26年度 基

4年目平成27年度 基

5年目平成28年度 基

6年目平成29年度 基

7年目平成30年度 基

8年目平成31年度 基

9年目平成32年度 基

10年目平成33年度 基

合　計 基

※１　道路管理情報システムにて振られている整理（管理）番号を記入してください。

※２　１次・２次・指定なしのいずれかを記入してください。

※３　電力会社からの請求明細書に記載されているお客様番号（照明灯・道路情報板）を記入してください。

事務所名：○○土木事務所
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平成２４年度策定　トンネル照明　点検年次計画表（様式－３）

点検年度 整理（管理）番号
道路
種別

路線名 所在地
緊急

輸送路
※2

電力会社の
お客様番号

※3
備考

①緊急性の高い路線（緊急輸送道路）から点検していく計画としてください。

②各年度で路線を割り振った計画としてください。

　例）国道○○○号については、1年目（平成24年度）に全て点検を実施する。

③道路管理情報システムから計画表を策定してください。

1年目平成24年度 基

2年目平成25年度 基

3年目平成26年度 基

4年目平成27年度 基

5年目平成28年度 基

6年目平成29年度 基

7年目平成30年度 基

8年目平成31年度 基

9年目平成32年度 基

10年目平成33年度 基

合　計 基

※１　道路管理情報システムにて振られている整理（管理）番号を記入してください。

※２　１次・２次・指定なしのいずれかを記入してください。

※３　電力会社からの請求明細書に記載されているお客様番号（照明灯・道路情報板）を記入してください。

事務所名：○○土木事務所
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平成２４年度策定　道路情報板　点検年次計画表（様式－４）

点検年度 整理（管理）番号
道路
種別

路線名 所在地
緊急

輸送路
※2

電力会社の
お客様番号

※3
備考

①緊急性の高い路線（緊急輸送道路）から点検していく計画としてください。

②各年度で路線を割り振った計画としてください。

　例）国道○○○号については、1年目（平成24年度）に全て点検を実施する。

③道路管理情報システムから計画表を策定してください。

1年目平成24年度 基

2年目平成25年度 基

3年目平成26年度 基

4年目平成27年度 基

5年目平成28年度 基

6年目平成29年度 基

7年目平成30年度 基

8年目平成31年度 基

9年目平成32年度 基

10年目平成33年度 基

合　計 基

※１　道路管理情報システムにて振られている整理（管理）番号を記入してください。

※２　１次・２次・指定なしのいずれかを記入してください。

※３　電力会社からの請求明細書に記載されているお客様番号（照明灯・道路情報板）を記入してください。

事務所名：○○土木事務所
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平成２４年度策定　道路照明灯　点検年次計画表（様式－２）

点検年度 整理（管理）番号 道路
種別

路線名 所在地
緊急

輸送路
※2

電力会社の
お客様番号

※3
備考

平成24年度 0503190130_1 国 ３１９号 四国中央市新宮町 １次 525-6370-01-3692

平成24年度 0503190130_2 国 ３１９号 四国中央市新宮町 １次 525-6370-01-3693

平成24年度 0503190130_3 国 ３１９号 四国中央市新宮町 ２次 525-6370-01-3694

平成25年度 0503190130_4 主 川之江大豊線 四国中央市○○町 １次 525-6370-01-3695

平成25年度 0503190130_5 主 川之江大豊線 四国中央市○○町 １次 525-6370-01-3696

平成25年度 0503190130_6 主 川之江大豊線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3697

平成26年度 0503190130_7 主 高知伊予三島線 四国中央市○○町 ２次 525-6370-01-3698

平成26年度 0503190130_8 主 高知伊予三島線 四国中央市○○町 ２次 525-6370-01-3699

平成26年度 0503190130_9 主 高知伊予三島線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3700

平成27年度 0503190130_10 一 川之江港線 四国中央市○○町 １次 525-6370-01-3701

平成27年度 0503190130_11 一 川之江港線 四国中央市○○町 １次 525-6370-01-3702

平成27年度 0503190130_12 主 壬生川新居浜野田線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3703

平成27年度 0503190130_13 主 壬生川新居浜野田線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3704

平成28年度 0503190130_14 主 大野原川之江線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3705

平成28年度 0503190130_15 主 大野原川之江線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3706

平成28年度 0503190130_16 一 川之江停車場線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3707

平成28年度 0503190130_17 一 川之江停車場線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3708

平成29年度 0503190130_18 一 金生三島線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3709

平成29年度 0503190130_19 一 金生三島線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3710

平成29年度 0503190130_20 一 上分三島線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3711

平成29年度 0503190130_21 一 上分三島線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3712

平成30年度 0503190130_22 一 伊予三島停車場線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3713

平成30年度 0503190130_23 一 伊予三島停車場線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3714

平成30年度 0503190130_24 一 上猿田三島線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3715

平成30年度 0503190130_25 一 上猿田三島線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3716

平成31年度 0503190130_26 一 伊予寒川停車場線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3717

平成31年度 0503190130_27 一 伊予寒川停車場線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3718

平成31年度 0503190130_28 一 蕪崎土居線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3719

平成31年度 0503190130_29 一 蕪崎土居線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3720

平成32年度 0503190130_30 一 伊予土居停車場線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3721

平成32年度 0503190130_31 一 伊予土居停車場線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3722

平成32年度 0503190130_32 一 別子山土居線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3723

平成32年度 0503190130_33 一 別子山土居線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3724

平成33年度 0503190130_34 一 新居浜土居線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3725

平成33年度 0503190130_35 一 新居浜土居線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3726

平成33年度 0503190130_36 一 三島川之江港線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3727

平成33年度 0503190130_37 一 三島川之江港線 四国中央市○○町 指定なし 525-6370-01-3728

①緊急性の高い路線（緊急輸送道路）から点検していく計画としてください。

②各年度で路線を割り振った計画としてください。

　例）国道○○○号については、1年目（平成24年度）に全て点検を実施する。

③道路管理情報システムから計画表を策定してください。

1年目平成24年度 3 基

2年目平成25年度 3 基

3年目平成26年度 3 基

4年目平成27年度 4 基

5年目平成28年度 4 基

6年目平成29年度 4 基

7年目平成30年度 4 基

8年目平成31年度 4 基

9年目平成32年度 4 基

10年目平成33年度 4 基

合　計 37 基

※１　道路管理情報システムにて振られている整理（管理）番号を記入してください。

※２　１次・２次・指定なしのいずれかを記入してください。

※３　電力会社からの請求明細書に記載されているお客様番号（照明灯・道路情報板）を記入してください。

事務所名：四国中央土木事務所
記載例



 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録－１ 点検部位概略図 
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（１）単柱および複柱式 

 

 

図－１ 点検部位概略図（その１） 
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（２）テーパーポール 

 

 

図－２ 点検部位概略図（その２） 
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図－３ 点検部位概略図（その３） 
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（３）Ｆ型 

 

 

図－４ 点検部位概略図（その４） 
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（４）逆Ｌ型 

 

 

図－５ 点検部位概略図（その５） 
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（５）Ｙ型 

 

 

図－６ 点検部位概略図（その６） 
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（６）トラス型門柱 

 

 

図－７ 点検部位概略図（その７） 
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（７）アーチ型門柱 

 

 

図－８ 点検部位概略図（その８） 
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（８）添架式 

 

 

図－９ 点検部位概略図（その９） 
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（９）共架式 

 

 

図－１０ 点検部位概略図（その１０） 
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付録－２ 超音波厚さ計による板厚調査の実施手順 
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（１）調査に使用する機器

道路照明柱のような薄肉中空断面を有する部材の板厚を測定する場合、部材の片側の面から測定が可

能である非破壊検査が有効である。したがって、板厚調査では超音波パルス反射法を利用した機器（超音

波厚さ計、超音波探傷器）を用いた非破壊検査を基本とする。

板厚調査の対象は、塗膜厚を含まない鋼母材厚である。超音波パルス反射法を利用した機器には、塗

膜厚を含まない鋼母材厚を検出する機能を有するものと、そうでないものがある。後者の機器を用いた場

合は、別途、塗膜厚を調査して測定値から差し引く必要がある。塗膜厚は、工場製作時の値を用いるか、

または、膜厚計により測定するのがよい。

図－ 超音波厚さ計の一例1
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（２）調査の方法

標準的な板厚調査の流れを、図－２に示す。なお、本付録に示す板厚調査の方法は 「超音波パルス反、

射法による厚さ測定方法（JIS Z 2355 」に準拠している。）

図－２ 板厚調査の流れ

１） 測定箇所の確認・マーキング

調査項目に該当する箇所を確認し、油性マジックなどでマーキングを行う。

２） 測定面の前処理

板厚測定にあたっては、測定面の使用状況や腐食状況等に応じて、適切と考えられる前処理を施すこ

ととする。

前処理が必要な場合としては、調査箇所の塗膜に異常が見られる場合、張り紙防止対策が施されてい

る場合、また、路面境界部がアスファルトやインターロッキングブロック等で覆われており、調査箇所

は露出していない場合などが挙げられる。測定面の塗装が健全で、表面が十分に平滑であり、測定精度

に大きな影響を及ぼさないと考えられる場合には、必ずしも前処理を施す必要はない。

張り紙防止対策としては、張り紙防止塗装、張り紙防止シートが挙げられるが、張り紙防止塗装につ

、 、 、 。 、いては 一般の塗装の場合と同様に 表面が十分に平滑であれば 前処理を実施する必要はない また

張り紙防止シートが施工されている場合で、鋼材に腐食が生じていないことが外観より明らかな場合に

は、板厚測定する必要がないので前処理を実施する必要はない。

な例を示す。表－１に前処理が必要

①測定箇所確認・マーキング 

②      測定面の前処理 

③              校正 

④           板厚測定 

⑤          測定値記録 

⑥           復旧措置 
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表－１ 前処理が必要な例

事 例 前 処 理 の 概 要

測 定 面 に 腐 食 に よ る 錆 、 浮 い た ス ケ ー ル 、 探 触 子 を 接 触 さ せ る 面 は 、 平 滑 で な い と 測 定 精

異 物 の 付 着 が あ り 、 凹 凸 が あ る 場 合 度 が 確 保 で き な い 。 よ っ て 左 記 の 場 合 、 ワ イ ヤ

ー ブ ラ シ 等 に よ り 、 黒 皮 、 も し く は 鋼 材 表 面 が 現

わ れ る ま で 除 去 し 、 サ ン ド ペ ー パ ー 等 で 表 面 を

平 滑 に 処 理 す る 。 な お 、 ブ ラ シ 等 で 除 去 で き な

い 場 合 は 、 電 動 グ ラ イ ン ダ ー に よ り 除 去 し 、 探 触

子 が 設 置 で き る 面 を 確 保 す る 。

塗 膜 に ふ く れ が み ら れ る 場 合 な ど 、 板 厚 塗 膜 剥 離 剤 で 塗 膜 を 除 去 す る 。 あ る い は グ ラ イ

測 定 に そ の 影 響 が 無 視 で き な い 場 合 ン ダ ー で 塗 膜 の み を 除 去 す る 。

測 定 箇 所 の シ ー ト を 撤 去 す る 。 た だ し 、 開 口 部塗膜の劣化や発錆が生じているとうか

の 裏 面 か ら 板 厚 測 定 が 可 能 な 場 合 に は 、 シ ー トがえる箇所に張り紙防止シートが施工

を 撤 去 せ ず そ れ に よ っ て も よ い 。されている場合

路 面 境 界 部 が ア ス フ ァ ル ト や イ ン タ ー ロ ッ ブ レ ー カ ー や ス コ ッ プ な ど で 点 検 箇 所 を 露 出 さ

キ ン グ ブ ロ ッ ク 、 土 砂 な ど で 点 検 箇 所 が 露 せ る 。 こ の 場 合 、 ブ レ ー カ ー 等 で 支 柱 に 傷 を つ

出 し て い な い 場 合 け な い よ う 十 分 留 意 す る こ と 。

３） 校正

測定機器については、調査において許容される誤差が± 以内となるように予め校正を行うと0.1mm
ともに、測定中においても適時校正値のチェックを実施し、所定の要求精度の確保に留意しなければな

らない。

測定精度を± としたのは、一般的な道路照明柱基部の板厚は、 ～ と規定されてお0.1mm 4.0 4.5mm
、 。 、 、り その精度が 単位で管理されていることを考慮したためである 校正値のチェックは0.1mm また

測定中少なくとも 時間ごと、および測定終了直後に行い、校正値が前回の校正値より、所定の許容1
値を超えている場合は、その間の測定を再実施するものとする。ここで、所定の とは測定に要許容値

求されている性能を鑑み、 とする。また、次の場合には必ず校正を行う。0.1mm
・装置の作動に異常があると思われる場合。

・装置の全部、または一部を交換した場合。

・作業者が交替した場合。

図－３ 超音波厚さ計用の試験片の一例

20 以上

2
0
以

上
 

板厚 0.8 1.0 1.5 2.0 ±0.05

単位：mm

1.6
6.3

1.6
6.3

1 

0
.
1
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４） 板厚測定

超音波厚さ計を用いて、対象物の板厚を測定する。また、測定に用いる接触媒質については、グリ

セリン、ソニコート、グリース等の中から、状況に応じて最も適切と考えられるものを選定する。

鋼管の板厚は、内側から測定しようとすると、対象が曲面であることにより、探触子と鋼材の間に

隙間ができるため、正確な測定ができないので、原則として外側から測定するものとする。

また、二振動子垂直探触子によって測定する場合、同一の測定点において、音響隔離面の向きを90

度変えて各1回測定し、表示値の小さい方を測定値とする。一振動子垂直探触子を採用する場合におい

ても、2回測定を実施し、表示値の小さい方を測定値とする。

５） 測定値の補正

測定値に塗膜厚（0.3mm未満）の影響が含まれている場合、次の式によって鋼母材厚を求めてよい。

Ｄ ×Ｃｃ

Ｄ＝Ｄ －ｍ

ｃＣ

ここに、Ｄ ：鋼母材厚（ ）mm
：超音波厚さ計の表示値（ ）D mmｍ

Ｄ ：塗膜厚( ）ｃ mm
Ｃ ：鋼の音速（ ）m/s

下表参考値を参照のこと
Ｃ ：塗膜の音速（ ）ｃ m/s

表－２ 種々の物質の音速の参考値（縦波） 単位（ ）m/s
6260 1400アルミニウム テフロン

5870 5900 2720鋼 ～ アクリル樹脂

SUS304 5790 2500 2800エポキシ樹脂 ～

4170 2300亜鉛 塩化ビニール

3500 5600 1900鋳鉄 ～ ポリエチレン

６） 測定値記録

板厚計に表示される測定値を記録する。ただし、裏面の腐食等が原因で表示値が推定した厚さと大

きく異なる場合、表示値がばらつく場合、表示値が得られない場合などは、測定点を若干移動させ再度

測定を行うこととする。なお、エコー波形が画面に表示される機器を用いれば、板厚分布を連続的に調

査できるので、測定値がばらつく対象物の現状把握に役立つ。

７） 復旧措置

測定面に前処理を施した場合は、測定箇所の耐久性を損なわぬように、測定後速やかに原状と同等

以上の復旧措置を行うこととする。なお、復旧措置が不適切な場合には、腐食をより進行させる恐れが

あるため、復旧方法の選定には十分留意する。

以下に、復旧措置の例を挙げる。

・塗装を除去した箇所は、鋼材表面の水分を除去し、ジンクリッチペイントや常温亜鉛めっき塗料

などの、ある程度長期間の防食効果が期待できる塗料で再塗装を行うことを基本とするが、全面的

な塗り替えを行う場合には、塗装仕様の選定に留意する。

・塗り重ねを行う場合には、塗料の組み合わせが適切でないと、塗膜間の圧着が不良になったり、

下層塗膜が膨潤してしわになることがあるので、塗料の適切な組み合わせを選定しなければならな

い。

・張り紙防止シートを調査のために撤去した箇所については、同様の効果を有する塗装を速やかに

- 16 -16



実施する。

・路面境界部の埋め戻しを行う場合には、タールエポキシ塗装などの重防食塗装を行うことが望ま

しい。
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（４）調査項目

過去の知見から腐食の発生事例が多く、かつ腐食による板厚減少が耐久性に重大な影響を及ぼす箇所を

点検部位に規定した。

表－３ 板厚調査該当箇所概念図

形 式 調 査 箇 所 概 念 図点検

位 置 点 数部位

柱 ･基 礎 基 コ ン ク リ ー ト 基 礎 コ ン ク リ ー ト ４

境 界 部 礎 基 礎 上 端 か ら ６ ０ ｍ ｍ 以

が 内

露

出

し

て ア ン カ ー ボ ベ ー ス プ レ ー ト 上 ４柱 ･ベ ー ス

い ル ト 基 礎 面 か ら ６ ０ ｍ ｍ 以 内プ レ ー ト

る溶接部

場

合

基 コ ン ク リ ー ト 路 面 （ 地 表 面 ） か ら ４路面

礎 基 礎 下 へ ４ ０ ｍ ｍ 付 近境界部

が

露

出

し

て ア ン カ ー ボ 路 面 （ 地 表 面 ） か ら ４

い ル ト 基 礎 下 へ ４ ０ ｍ ｍ 付 近

な

い

場

合

電 気 設 備 独 立 型 開 口 部 枠 下 ５ ０ ｍ ｍ ４

用 開 口 部 以 内

開 口 部 （ 箱 ） の 下 部 ２
※

側 面

共 架 型 開 口 部 上 の 直 線 部 ４

50mmの 範 囲

開 口 部 （ 箱 ） の 下 部 ２
※

側 面

 
4

測定位置

A　矢視図

開口部位置

2

1

測定位置

3

測定位置

測定位置

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

路面

60

 

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｂ　矢視図

開口部位置

測定位置

測定位置

60

B
42

1

測定位置

3

測定位置

 

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄA

路面

40 測定位置測定位置

測定位置

A　矢視図

開口部位置

1

2 4

測定位置

3

 

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

B

路面

40

Ｂ　矢視図

開口部位置

測定位置

測定位置測定位置

1

2 4

測定位置

3

Ｃ　矢視図

開口部位置
Ｃ

5 6

50

測定位置
4
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独 立 型 塗 膜 の 劣 化 や 発 錆 ４支柱本体

共 架 型 が 著 し い 箇 所

共 架 型 塗 膜 の 劣 化 や 発 錆 ８バンド部

が 著 し い 箇 所

１）柱脚部

柱・基礎境界部、柱・ベースプレート溶接部、路面境界部は、過去の知見から最も腐食している可

能性が高い箇所である。

これら柱脚部がアスファルト、インターロッキングブロックや土砂などの場合で、点検部位が覆わ

れている場合には、点検部位を露出させてから調査する必要がある。

①基礎が露出している場合

ⅰ）コンクリート基礎

、 。基礎コンクリート上端から６０ｍｍ以内で 測定可能な最も低い箇所の円周上４点を測定する

ⅱ）アンカーボルト基礎

ベースプレート上面から６０ｍｍ以内で、円周上４点を測定する。

②基礎が露出していない場合

ⅰ）コンクリート基礎

路面（地表面）から下へ４０ｍｍ付近で、円周上４点を測定する。

ⅱ）アンカーボルト基礎

路面（地表面）から下へ４０ｍｍ付近で、円周上４点を測定する。

２）電気設備用開口部

雨水の浸入により腐食している事例が多い箇所である。

①独立型

開口部枠下５０ｍｍ以内で、円周上４点を測定する。また、開口部が曲面形状ではなく、箱形状

となっている場合には、開口部（箱）の下部側面についても２点測定すること。

②共架型

開口部上の直線部５０ｍｍの範囲で、円周上４点を測定する。また、開口部が曲面形状ではなく、

箱形状となっている場合には、開口部（箱）の下部側面についても２点測定すること。

 

F　矢視図

開口部位置
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箱形状 曲面形状(a) (b)
図－４ 電気設備用開口部の形状

３）支柱本体

塗膜の劣化や発錆が著しい箇所や、板厚減少が生じている疑いのある箇所について、円周上４点を測

定する。

４）バンド部

塗膜の劣化や発錆がある箇所や、板厚減少が生じている疑いのある箇所について、上下バンドとも４

箇所ずつ、計８箇所を測定する。

、 、 、なお バンド部の測定についても 超音波パルス反射法を利用した機器を用いることを基本とするが

ノギスを用いた方が簡便に測定できる場合には、これを用いても差し支えないものとする。

（a）外面 （b）内面

図－５ 共架型バンド部における塗膜の劣化例

開口部（箱）側面 

塗 膜 の 劣 化 が

著 し い 箇 所
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付録－３ き裂探傷試験の実施手順 

（１）磁粉探傷試験 

（２）浸透探傷試験 
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（１）磁粉探傷試験

磁粉探傷試験の試験方法は、ＪＩＳ Ｇ ０５６５「鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び欠陥磁粉模様の

等級分類」により実施するものとする。

磁粉探傷試験には、湿式法、乾式法及び磁化方法によっても種々の方法があるが、現場に於いては、き

裂の検出に際して適当と思われる方法にて実施するものとする。

なお、近年の鋼製橋脚の疲労き裂調査結果の例からは、精度がよい方法として湿式蛍光磁粉探傷を採

用するのが望ましい。

ここでは、参考までに簡単に実施手順を述べる。

１）使用資器材

・磁粉探傷器

・磁粉散布器

・磁粉

・塗膜剥離材

・清浄液

・布、ペーパータオル、ブラシ

２）実施手順

ａ．前処理

試験箇所表面に付着している汚れ、油、塗膜などの除去を行う。汚れ、油の除去は、清浄液に

、 。 、 、 、より布 ペーパータオルを使用して拭き取りを行う また 塗膜の除去は 塗膜剥離材を使用し

き裂をつぶさないように行うものとする。

・前処理の範囲は、試験範囲より母材側に２０ｍｍ以上広く行うことを原則とする。

・乾式用磁粉を用いる時は、表面をよく乾燥しておかなければならない。

・焼損を防ぎ、通電を良くするために、試験箇所の電極の接触部分をきれいに磨いておかなけ

ればならない。

ｂ．磁化

・試験箇所に適量の磁粉を静かに吹き付けるか散布する。

・磁粉探傷器を使用して、予測される欠陥の方向に対して直角になるように、磁化を行う。

ｃ．磁粉模様の観察

・磁粉模様の観察は、原則として磁粉模様が形成した直後に行う。

・確認された磁粉模様が欠陥によるものであると判定しにくい時は、脱磁を行い必要に応じて

表面状態を変更して再試験を行う。

ｄ．後処理

・試験が終了したら、磁粉を除去し、塗装を行う。
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（２）浸透探傷試験

浸透探傷試験方法は、ＪＩＳ Ｚ ２３４３「浸透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等級分類」により

実施するものとする。

浸透探傷試験用資材については、種々のものが市販されている。各々の製品について使用手順は異なっ

ている部分もあるが、ここでは、参考までにＪＩＳ規格に示された一般的手順について述べる。

１）使用資材

・洗浄液

・浸透液

・現像液

・塗膜剥離材

・布、ペーパータオル

・ブラシなど

２）実施手順

ａ．前処理

試験体に付着した油脂類、塗料、錆、汚れなどの表面付着物および、欠陥中に残留している油

脂類、水分などを十分取り除く。

・前処理の範囲は、試験部分より外側に２５ｍｍ以上広い範囲に行う。

・塗膜がある場合は、塗膜剥離材を使用してき裂をつぶさないように塗膜を除去する。

・油脂類などは、洗浄液を染み込ませた布、ペーパータオルにて十分ふき取る。

・処理後は、洗浄液、水分などを十分乾燥させる。

ｂ．浸透処理

・刷毛、スプレーなどにより、浸透液を試験部分に塗布する。

・浸透時間は、一般的に１５～５０℃の範囲では表－１に示す値を基準とする。３～１５℃の

範囲においては、温度を考慮して時間を増し、５０℃を越える場合、また、３℃以下の場合

は、浸透液の種類、試験体の温度などを考慮して別に定める。

表－１ 浸透時間と現像時間（最小時間）

（ ） （ ）材 質 形 態 欠陥の種類 浸透時間 分 現像時間 分

アルミニウム、マグネシ 鋳造品、溶接物 コールドシャット、ボ

５ ７ウム、鉄鋼、真ちゅう、 ロシティー、融合不良

青銅、チタニウム、耐熱 （全ての形態）

合金

押し出し棒、鍛造品 ラップ、割れ

１０ ７（全ての形態）

ｃ．洗浄処理と除去処理

洗浄液を染み込ませたせた、布、または、ペーパータオルで、試験体表面についている余剰の

浸透液を拭き取り、乾燥させる。

ｄ．現像処理

現像液を、試験体表面に刷毛またはスプレーにて一様に塗布する。
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ｅ．観察

欠陥の指示模様の観察は、現像液塗布後７～３０分の間に行う。もし、指示模様の大きさに変

化がないときは、それ以上の時間が経過しても差し支えない。

指示模様が、欠陥かどうか不明な時は、試験のやり直しを行うか、別の適切な試験方法にて欠

陥の確認を行う必要がある。

ｆ．後処理

試験が終了したら、現像材を除去する。除去はブラッシング、または、布などでふき取りを行

い、塗装を除去した場合は、塗装をおこなう。
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付録－４ 限界板厚の一覧及び算出例 
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（1）限界板厚について 
 本要領（案）では、板厚調査による損傷度判定において、測定結果による残存板厚と、管理板

厚、または限界板厚とを比較して判定を行うものとしている。 
 ここで、限界板厚とは設計荷重に対して許容応力度を超過しない板厚のことであり、対象とな

る道路附属物の形状寸法、材料等により固有の値をとるものである。 
 しかし、設置されている道路附属物は多種多様であり、各道路附属物の標準図集、設計基準等

に記載されているもの（以下、標準タイプ）以外のものも多く存在し、全ての道路附属物につい

て限界板厚を提示することは容易ではない。そこで、本資料では各道路附属物の標準タイプとさ

れるものについて限界板厚を算出し、提示した。したがって、これら標準タイプに拠り難い道路

附属物の限界板厚については、設計図書や後述する限界板厚算出例等を参考に、別途算出された

い。 
 
（2）道路照明の限界板厚 
 道路照明の限界板厚の算定は、(社)日本照明器具工業会「JIL 1003 照明用ポール強度計算基

準」に準じて算出するものとする。なお、道路照明の限界板厚は、発生断面力の大きい柱下端に

おいて算出している。 
表－２．１に示す計算条件に基づいて計算した標準タイプの限界板厚一覧を表－２．２に示す。 

 
表－２．１ 計算条件 

 計 算 条 件 
計算風速 60 m/sec 

正面 0.11 m2 KSC-4 
側面 0.17 m2 
正面 0.16 m2 KSC-7 
側面 0.25 m2 
正面 0.10 m2 KSN-2-H 
側面 0.17 m2 
正面 0.10 m2 

照明器具受圧面積 

KSN-3-H 
側面 0.17 m2 

柱(丸形断面の場合) 0.7 
風力係数 照明器具(ハイウェイ形、 

ポールヘッド形の場合) 0.7 

材質 SS400 
計算方式 JIL 1003 
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表－２．２ 標準タイプの道路照明の限界板厚一覧    （単位：ｍｍ） 

照明器具 照明器具 形式 
(アームタイプ) KSC-7 KSC-4 

形式 
(直線タイプ) KSN-2-H KSN-3-H 

 ８－ ８ 2.0 1.8   Ｓ ８ 1.6 1.6 
 ８－ ８Y 2.9 2.5   Ｓ１０ 2.1 2.1 
 ８－１８ 2.0 1.8   Ｓ１２ 2.4 2.4 
 ８－１８Y 3.2 2.8 
１０－ ８ 2.4 2.2 
１０－ ８Y 3.3 2.8 
１０－２１ 2.4 2.2 
１０－２１Y 3.6 3.2 
１０－２３ 2.4 2.2 
１０－２３Y 3.7 3.3 
１２－ ８ 2.7 2.5 
１２－ ８Y 3.6 3.1 
１２－２３ 2.8 2.6 
１２－２３Y 4.0 3.6 
１２－２８ 2.8 2.6 
１２－２８Y 4.2 3.8 

 

 
●形状記号の説明（建設省道路照明施設設置基準） 
＜アームタイプ＞ 
 第 1 の数字  ：地上高さ（ｍ） 
 第 2 の数字  ：アームの出幅（×1/10ｍ） 
   Ｙ  ：2 灯用Ｙ型 
＜直線タイプ＞ 
   Ｓ  ：直線形ポール 
  数字  ：地上高さ（ｍ） 
 
（例） 
１０－２３Ｙ  ：地上高さ 10ｍ、アームの出幅 2.3ｍ、2 灯用Ｙ型 
 Ｓ１０  ：地上高さ 10ｍ、直線形ポール 
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                    注）型式における末尾の”B”は、設置方法がベースプレート式である

ことを示す。 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 照明用テーパーポール（丸形長円形）一般図   （単位 mm） 

（単位：mm）
型　式 h1 h2 d1 d2 W t

 8-18 1500
 8-18B
 8-18Y 1500
 8-18YB
10-21 2000
10-21B
10-21Y 2000
10-21YB
10-23 2000
10-23B
10-23Y 2000
10-23YB
12-23 2000
12-23B
12-23Y 2000
12-23YB
12-28 2000
12-28B
12-28Y 2000
12-28YB

　t：地際部の最低肉厚
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（3）標識柱の限界板厚 
 標識柱の限界板厚は、(社)日本道路協会「道路標識設置基準・同解説 昭和 62 年 1 月」に従っ

て算出するものとする。表－３．１に示す計算条件に基づいて計算した標識柱の限界板厚一覧を

表－３．２に示す。表－３．１計算条件に該当しない標識柱の限界板厚については、別途算出さ

れたい。また、F 型、逆 L 字型、および T 型標識柱の限界板厚については、断面力の大きい柱下

端において算出している。門型標識柱については、柱上下端の限界板厚をそれぞれ算出し、大き

い方を採用している。 
 標識柱の構造寸法は、街路条件や標識の種類により多種多様であることから、全ての標識柱に

対して限界板厚を提示することは容易ではない。そこで、本資料では限界板厚の算定において支

配的となる支柱径、梁径、標識板面積、支柱高さ、また梁長さ等を、各地方整備局の標準図集等

に記載されている構造寸法をもとにパラメータ表示し、限界板厚を整理した。 
 ここで、表－３．２に示す限界板厚最大値とは、各パラメータの範囲内で構造寸法が最大値を

とる場合、つまり限界板厚の算定にあたって最も厳しい荷重状態となる構造寸法を想定した場合

の限界板厚である。また、限界板厚最小値とは、各パラメータの範囲内で構造寸法が最小値をと

る場合、つまり最も小さい荷重状態となる構造寸法を想定した場合の限界板厚である。 
 したがって、表－３．２に示す限界板厚は、各パラメータに当てはまる標識柱の限界板厚の上

限値と下限値を示したものであり、板厚調査による損傷度判定を行う場合には、上限値である限

界板厚最大値を用いることが、最も安全側の評価となる。なお、限界板厚は、形状寸法、計算条

件が明らかとなれば一義的に決まるものであるため、各パラメータに当てはまる標識柱であって

も、板厚調査で残存板厚が限界板厚最大値を下回った場合には、更新・補強等の対策の前に、正

確な形状寸法、および計算条件のもと、後述する限界板厚算出例を参考に限界板厚を算出するこ

とが望ましい。ただし、計算を省略する場合は、安全側である限界板厚最大値を用いるものとす

る。 
 
 

表－３．１ 計算条件 
 計 算 条 件 

計算風速 50 m/sec（片持ち式・両持ち式・門型式） 
標識板、照明器具 1.2 

風力係数 
柱（丸形断面の場合） 0.7 

照明器具受圧面積 0.19ｍ2/灯 
標識板 196.1Ｎ/ｍ2 

固定荷重 
照明器具 686.5Ｎ/灯 

材質 STK400 
計算方式 道路標識設置基準・同解説 
その他 標識板の取付方法は、固定構造とする。 
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表－３．２（a） 標識柱の限界板厚（F 型、外照無し） 

支柱径 梁径 限界板厚最小値 限界板厚最大値
φ　mm φ　mm tLmin　mm tLmax　mm

F型 101.6 3.00 ＜A≦ 3.30 　H≦ 6.80 3.00 ＜L≦ 3.20 5.1 5.6

(外照無し) 139.8 3.00 ＜A≦ 3.30 　H≦ 6.80 4.50 ＜L≦ 4.70 5.8 6.3

114.3 3.30 ＜A≦ 3.60 　H≦ 6.80 3.20 ＜L≦ 3.40 5.7 6.1

139.8 3.30 ＜A≦ 3.60 　H≦ 6.80 4.70 ＜L≦ 4.90 6.3 6.9

114.3 3.60 ＜A≦ 3.90 　H≦ 6.80 3.40 ＜L≦ 3.60 6.1 6.6

139.8 3.60 ＜A≦ 3.90 　H≦ 6.80 4.90 ＜L≦ 5.10 6.9 7.4

114.3 3.90 ＜A≦ 4.20 　H≦ 6.80 3.60 ＜L≦ 3.80 6.6 7.1

114.3 4.00 ＜A≦ 4.40 6.80 ＜H≦ 7.20 3.00 ＜L≦ 3.20 6.7 7.8

165.2 3.90 ＜A≦ 4.20 　H≦ 6.80 5.10 ＜L≦ 5.30 4.8 5.1

165.2 4.00 ＜A≦ 4.40 6.80 ＜H≦ 7.20 4.50 ＜L≦ 4.70 4.9 5.5

139.8 4.40 ＜A≦ 4.80 6.80 ＜H≦ 7.20 3.20 ＜L≦ 3.40 4.8 5.4

165.2 4.40 ＜A≦ 4.80 6.80 ＜H≦ 7.20 4.70 ＜L≦ 4.90 5.3 6.0

139.8 4.80 ＜A≦ 5.20 6.80 ＜H≦ 7.20 3.40 ＜L≦ 3.60 5.2 5.8

165.2 4.80 ＜A≦ 5.20 6.80 ＜H≦ 7.20 4.90 ＜L≦ 5.10 5.7 6.4

139.8 5.20 ＜A≦ 5.60 6.80 ＜H≦ 7.20 3.60 ＜L≦ 3.80 5.6 6.3

165.2 5.20 ＜A≦ 5.60 6.80 ＜H≦ 7.20 5.10 ＜L≦ 5.30 6.2 6.9

139.8 5.60 ＜A≦ 6.00 6.80 ＜H≦ 7.20 3.80 ＜L≦ 4.00 6.0 6.7

190.7 5.60 ＜A≦ 6.00 6.80 ＜H≦ 7.20 5.30 ＜L≦ 5.50 6.7 7.5

165.2 6.00 ＜A≦ 6.60 6.80 ＜H≦ 7.20 4.00 ＜L≦ 4.30 6.4 7.4

190.7 6.00 ＜A≦ 6.60 6.80 ＜H≦ 7.20 5.50 ＜L≦ 5.80 7.2 8.2

165.2 6.60 ＜A≦ 7.00 6.80 ＜H≦ 7.20 4.30 ＜L≦ 4.50 7.1 7.9

190.7 6.60 ＜A≦ 7.00 6.80 ＜H≦ 7.20 5.80 ＜L≦ 6.00 7.9 8.8

165.2 7.00 ＜A≦ 7.40 6.80 ＜H≦ 7.20 4.50 ＜L≦ 4.70 7.5 8.4

190.7 7.00 ＜A≦ 7.40 6.80 ＜H≦ 7.20 6.00 ＜L≦ 6.20 8.4 9.3

139.8 4.84 ＜A≦ 5.50 7.20 ＜H≦ 7.45 3.20 ＜L≦ 3.50 5.4 6.3

165.2 4.84 ＜A≦ 5.50 7.20 ＜H≦ 7.45 4.70 ＜L≦ 5.00 6.0 6.9

139.8 5.50 ＜A≦ 6.16 7.20 ＜H≦ 7.45 3.50 ＜L≦ 3.80 6.2 7.0

190.7 5.50 ＜A≦ 6.16 7.20 ＜H≦ 7.45 5.00 ＜L≦ 5.30 6.9 7.8

165.2 6.00 ＜A≦ 6.72 7.45 ＜H≦ 7.55 3.50 ＜L≦ 3.80 6.9 7.8

190.7 6.00 ＜A≦ 6.72 7.45 ＜H≦ 7.55 5.00 ＜L≦ 5.30 7.6 8.6

165.2 6.50 ＜A≦ 7.28 7.55 ＜H≦ 7.80 3.50 ＜L≦ 3.80 7.5 8.6

190.7 6.50 ＜A≦ 7.28 7.55 ＜H≦ 7.80 5.00 ＜L≦ 5.30 5.7 6.5

165.2 7.29 ＜A≦ 8.10 7.80 ＜H≦ 7.85 3.70 ＜L≦ 4.00 5.9 6.6

190.7 7.29 ＜A≦ 8.10 7.80 ＜H≦ 7.85 5.20 ＜L≦ 5.50 6.5 7.2

165.2 8.10 ＜A≦ 8.91 7.80 ＜H≦ 7.85 4.00 ＜L≦ 4.30 6.6 7.3

216.3 8.10 ＜A≦ 8.91 7.80 ＜H≦ 7.85 5.50 ＜L≦ 5.80 7.2 8.0

190.7 8.91 ＜A≦ 9.45 7.80 ＜H≦ 7.85 4.30 ＜L≦ 4.50 7.3 7.8

216.3 8.91 ＜A≦ 9.45 7.80 ＜H≦ 7.85 5.80 ＜L≦ 6.00 7.9 8.5

190.7 9.45 ＜A≦ 9.99 7.80 ＜H≦ 7.85 4.50 ＜L≦ 4.70 7.7 8.2

216.3 9.45 ＜A≦ 9.99 7.80 ＜H≦ 7.85 6.00 ＜L≦ 6.20 8.4 9.0

165.2 7.28 ＜A≦ 7.84 7.85 ＜H≦ 7.90 3.60 ＜L≦ 3.80 6.0 6.5

190.7 7.28 ＜A≦ 7.84 7.85 ＜H≦ 7.90 5.10 ＜L≦ 5.30 6.5 7.0

165.2 7.84 ＜A≦ 8.40 7.85 ＜H≦ 7.90 3.80 ＜L≦ 4.00 6.4 6.9

190.7 7.84 ＜A≦ 8.40 7.85 ＜H≦ 7.90 5.30 ＜L≦ 5.50 7.0 7.5

165.2 8.10 ＜A≦ 9.00 7.90 ＜H≦ 8.00 3.70 ＜L≦ 4.00 6.7 7.5

216.3 8.10 ＜A≦ 9.00 7.90 ＜H≦ 8.00 5.20 ＜L≦ 5.50 7.3 8.2

190.7 9.00 ＜A≦ 9.90 7.90 ＜H≦ 8.00 4.00 ＜L≦ 4.30 7.4 8.3

216.3 9.00 ＜A≦ 9.90 7.90 ＜H≦ 8.00 5.50 ＜L≦ 5.80 8.1 9.0

190.7 9.90 ＜A≦ 11.40 7.90 ＜H≦ 8.00 4.30 ＜L≦ 4.80 8.2 9.6

190.7 9.28 ＜A≦ 10.24 8.00 ＜H≦ 8.25 3.90 ＜L≦ 4.20 7.7 8.7

216.3 9.28 ＜A≦ 10.24 8.00 ＜H≦ 8.25 5.40 ＜L≦ 5.70 8.4 9.5

190.7 9.90 ＜A≦ 10.89 8.25 ＜H≦ 8.30 4.00 ＜L≦ 4.30 8.4 9.3

216.3 9.90 ＜A≦ 10.89 8.25 ＜H≦ 8.30 3.50 ＜L≦ 5.80 9.1 10.1

216.3 9.90 ＜A≦ 11.40 7.90 ＜H≦ 8.00 5.80 ＜L≦ 6.30 7.1 8.2

216.3 10.24 ＜A≦ 12.16 8.00 ＜H≦ 8.25 4.20 ＜L≦ 4.80 6.8 8.2

216.3 10.24 ＜A≦ 12.16 8.00 ＜H≦ 8.25 5.70 ＜L≦ 6.30 7.4 8.9

216.3 11.20 ＜A≦ 13.30 8.25 ＜H≦ 8.40 4.20 ＜L≦ 4.80 7.5 9.2

216.3 11.20 ＜A≦ 13.30 8.25 ＜H≦ 8.40 5.70 ＜L≦ 6.30 8.1 9.9

216.3 10.80 ＜A≦ 13.20 8.40 ＜H≦ 8.80 3.70 ＜L≦ 4.30 7.4 9.4

216.3 10.80 ＜A≦ 13.20 8.40 ＜H≦ 8.80 5.20 ＜L≦ 5.80 8.0 10.1

216.3 13.20 ＜A≦ 16.00 8.40 ＜H≦ 8.80 4.30 ＜L≦ 5.00 6.8 8.6

267.4 13.20 ＜A≦ 16.00 8.40 ＜H≦ 8.80 5.80 ＜L≦ 6.50 7.4 9.3

216.3 14.70 ＜A≦ 17.64 8.80 ＜H≦ 9.00 4.50 ＜L≦ 5.20 7.9 9.7

267.4 14.70 ＜A≦ 17.64 8.80 ＜H≦ 9.00 6.00 ＜L≦ 6.70 8.5 10.4

梁長さ
A　m2 H　m L　m

標識板面積 支柱高さ
種別

355.6

406.4

216.3

267.4

318.5

 
※各パラメータの最小値が記入されていないものについては、最大値を用いて限界板厚最小値を算出している。 
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表－３．２（b） 標識柱の限界板厚（F 型、外照有り） 

支柱径 梁径 限界板厚最小値 限界板厚最大値
φ　mm φ　mm tLmin　mm tLmax　mm

F型 114.3 3.00 ＜A≦ 3.30 　H≦ 6.80 3.00 ＜L≦ 3.20 3.8 4.1

(外照有り) 139.8 3.00 ＜A≦ 3.30 　H≦ 6.80 4.50 ＜L≦ 4.70 4.2 4.5

114.3 3.30 ＜A≦ 3.60 　H≦ 6.80 3.20 ＜L≦ 3.40 4.1 4.4

165.2 3.30 ＜A≦ 3.60 　H≦ 6.80 4.70 ＜L≦ 4.90 4.6 5.0

139.8 3.60 ＜A≦ 3.90 　H≦ 6.80 3.40 ＜L≦ 3.60 4.4 4.7

165.2 3.60 ＜A≦ 3.90 　H≦ 6.80 4.90 ＜L≦ 5.10 5.0 5.3

139.8 3.90 ＜A≦ 4.20 　H≦ 6.80 3.60 ＜L≦ 3.80 4.7 5.0

165.2 3.90 ＜A≦ 4.20 　H≦ 6.80 5.10 ＜L≦ 5.30 5.3 5.6

139.8 4.00 ＜A≦ 4.40 6.80 ＜H≦ 7.20 3.00 ＜L≦ 3.20 4.8 5.4

165.2 4.00 ＜A≦ 4.40 6.80 ＜H≦ 7.20 4.50 ＜L≦ 4.70 5.3 6.0

139.8 4.40 ＜A≦ 4.80 6.80 ＜H≦ 7.20 3.20 ＜L≦ 3.40 5.2 5.8

165.2 4.40 ＜A≦ 4.80 6.80 ＜H≦ 7.20 4.70 ＜L≦ 4.90 5.8 6.5

139.8 4.80 ＜A≦ 5.20 6.80 ＜H≦ 7.20 3.40 ＜L≦ 3.60 5.6 6.3

165.2 4.80 ＜A≦ 5.20 6.80 ＜H≦ 7.20 4.90 ＜L≦ 5.10 6.2 7.0

139.8 5.20 ＜A≦ 5.60 6.80 ＜H≦ 7.20 3.60 ＜L≦ 3.80 6.0 6.7

165.2 5.60 ＜A≦ 6.00 6.80 ＜H≦ 7.20 3.80 ＜L≦ 4.00 6.4 7.2

165.2 6.00 ＜A≦ 6.60 6.80 ＜H≦ 7.20 4.00 ＜L≦ 4.30 6.9 7.9

139.8 5.06 ＜A≦ 5.50 7.20 ＜H≦ 7.45 3.30 ＜L≦ 3.50 6.1 6.7

165.2 5.50 ＜A≦ 6.16 7.20 ＜H≦ 7.45 3.50 ＜L≦ 3.80 6.6 7.5

165.2 6.24 ＜A≦ 6.72 7.45 ＜H≦ 7.55 3.60 ＜L≦ 3.80 7.6 8.3

190.7 5.20 ＜A≦ 5.60 6.80 ＜H≦ 7.20 5.10 ＜L≦ 5.30 4.7 5.2

190.7 5.60 ＜A≦ 6.00 6.80 ＜H≦ 7.20 5.30 ＜L≦ 5.50 5.0 5.5

190.7 6.00 ＜A≦ 6.60 6.80 ＜H≦ 7.20 5.50 ＜L≦ 5.80 5.3 6.0

165.2 6.60 ＜A≦ 7.00 6.80 ＜H≦ 7.20 4.30 ＜L≦ 4.50 5.2 5.8

190.7 6.60 ＜A≦ 7.00 6.80 ＜H≦ 7.20 5.80 ＜L≦ 6.00 5.8 6.4

165.2 7.00 ＜A≦ 7.40 6.80 ＜H≦ 7.20 4.50 ＜L≦ 4.70 5.7 6.2

216.3 7.00 ＜A≦ 7.40 6.80 ＜H≦ 7.20 6.00 ＜L≦ 6.20 6.3 6.9

165.2 5.06 ＜A≦ 5.50 7.20 ＜H≦ 7.45 4.80 ＜L≦ 5.00 4.7 5.1

190.7 5.50 ＜A≦ 6.16 7.20 ＜H≦ 7.45 5.00 ＜L≦ 5.30 5.1 5.7

190.7 6.24 ＜A≦ 6.72 7.45 ＜H≦ 7.55 5.10 ＜L≦ 5.30 5.8 6.3

165.2 6.76 ＜A≦ 7.28 7.55 ＜H≦ 7.80 3.60 ＜L≦ 3.80 5.7 6.2

190.7 6.76 ＜A≦ 7.28 7.55 ＜H≦ 7.80 5.10 ＜L≦ 5.30 6.3 6.8

165.2 7.29 ＜A≦ 8.10 7.80 ＜H≦ 7.85 3.70 ＜L≦ 4.00 6.2 6.9

216.3 7.29 ＜A≦ 8.10 7.80 ＜H≦ 7.85 5.20 ＜L≦ 5.50 6.9 7.6

190.7 8.10 ＜A≦ 8.91 7.80 ＜H≦ 7.85 4.00 ＜L≦ 4.30 6.9 7.6

216.3 8.10 ＜A≦ 8.91 7.80 ＜H≦ 7.85 5.50 ＜L≦ 5.80 7.6 8.4

190.7 8.91 ＜A≦ 9.45 7.80 ＜H≦ 7.85 4.30 ＜L≦ 4.50 7.6 8.1

216.3 8.91 ＜A≦ 9.45 7.80 ＜H≦ 7.85 5.80 ＜L≦ 6.00 8.3 8.9

190.7 9.45 ＜A≦ 9.99 7.80 ＜H≦ 7.85 4.50 ＜L≦ 4.70 8.2 8.7

165.2 7.28 ＜A≦ 7.84 7.85 ＜H≦ 7.90 3.60 ＜L≦ 3.80 6.3 6.8

190.7 7.28 ＜A≦ 7.84 7.85 ＜H≦ 7.90 5.10 ＜L≦ 5.30 6.9 7.4

165.2 7.84 ＜A≦ 8.40 7.85 ＜H≦ 7.90 3.80 ＜L≦ 4.00 6.7 7.2

216.3 7.84 ＜A≦ 8.40 7.85 ＜H≦ 7.90 5.30 ＜L≦ 5.50 7.4 7.9

165.2 8.10 ＜A≦ 9.00 7.90 ＜H≦ 8.00 3.70 ＜L≦ 4.00 7.0 7.8

216.3 8.10 ＜A≦ 9.00 7.90 ＜H≦ 8.00 5.20 ＜L≦ 5.50 7.7 8.6

190.7 9.00 ＜A≦ 9.90 7.90 ＜H≦ 8.00 4.00 ＜L≦ 4.30 7.7 8.6

190.7 9.60 ＜A≦ 10.24 8.00 ＜H≦ 8.25 4.00 ＜L≦ 4.20 8.3 9.1

190.7 10.23 ＜A≦ 10.89 8.25 ＜H≦ 8.30 4.10 ＜L≦ 4.30 9.0 9.7

216.3 9.45 ＜A≦ 9.99 7.80 ＜H≦ 7.85 6.00 ＜L≦ 6.20 7.1 7.5

216.3 9.00 ＜A≦ 9.90 7.85 ＜H≦ 8.00 5.50 ＜L≦ 5.80 6.6 7.4

216.3 9.90 ＜A≦ 11.40 7.85 ＜H≦ 8.00 4.30 ＜L≦ 4.80 6.8 8.0

216.3 9.90 ＜A≦ 11.40 7.85 ＜H≦ 8.00 5.80 ＜L≦ 6.30 7.5 8.7

216.3 9.60 ＜A≦ 10.24 8.00 ＜H≦ 8.25 5.50 ＜L≦ 5.70 7.2 7.8

216.3 10.24 ＜A≦ 12.16 8.00 ＜H≦ 8.25 4.20 ＜L≦ 4.80 7.2 8.6

216.3 10.24 ＜A≦ 12.16 8.00 ＜H≦ 8.25 5.70 ＜L≦ 6.30 7.8 9.4

216.3 10.23 ＜A≦ 10.89 8.25 ＜H≦ 8.30 5.60 ＜L≦ 5.80 7.7 8.3

216.3 12.25 ＜A≦ 13.30 8.30 ＜H≦ 8.40 4.50 ＜L≦ 4.80 8.7 9.6

216.3 12.00 ＜A≦ 13.20 8.40 ＜H≦ 8.80 4.00 ＜L≦ 4.30 8.5 9.7

216.3 12.00 ＜A≦ 13.20 8.40 ＜H≦ 8.80 5.50 ＜L≦ 5.80 9.1 10.4

216.3 12.25 ＜A≦ 13.30 8.30 ＜H≦ 8.40 6.00 ＜L≦ 6.30 7.1 7.8

216.3 15.20 ＜A≦ 16.00 8.40 ＜H≦ 8.80 4.80 ＜L≦ 5.00 8.2 9.0

267.4 15.20 ＜A≦ 16.00 8.40 ＜H≦ 8.80 6.30 ＜L≦ 6.50 8.9 9.7

216.3 16.80 ＜A≦ 17.64 8.80 ＜H≦ 9.00 5.00 ＜L≦ 5.20 9.4 10.0

267.4 16.80 ＜A≦ 17.64 8.80 ＜H≦ 9.00 6.50 ＜L≦ 6.70 10.2 10.8

L　m
標識板面積 支柱高さ 梁長さ

355.6

406.4

種別
A　m

2
H　m

267.4

318.5

 
※各パラメータの最小値が記入されていないものについては、最大値を用いて限界板厚最小値を算出している。 
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表－３．２（c） 標識柱の限界板厚（逆 L 型） 
支柱径 梁径 限界板厚最小値 限界板厚最大値
φ　mm φ　mm tLmin　mm tLmax　mm

逆L型 139.8 101.6 0.60 ＜A≦ 0.96 　H≦ 5.60 2.00 ＜L≦ 2.60 2.7 3.8

(外照無し) 0.60 ＜A≦ 0.96 　H≦ 5.60 3.50 ＜L≦ 4.10 2.2 3.1

0.80 ＜A≦ 1.03 5.60 ＜H≦ 5.69 2.02 ＜L≦ 2.32 2.4 3.0

1.03 ＜A≦ 1.50 5.60 ＜H≦ 5.69 2.32 ＜L≦ 2.92 2.9 4.1

1.40 ＜A≦ 1.50 5.69 ＜H≦ 5.80 2.40 ＜L≦ 2.50 3.8 4.2

0.80 ＜A≦ 1.03 5.60 ＜H≦ 5.69 3.52 ＜L≦ 3.82 2.1 2.6

1.03 ＜A≦ 1.50 5.60 ＜H≦ 5.69 3.82 ＜L≦ 4.42 2.5 3.4

1.40 ＜A≦ 1.50 5.69 ＜H≦ 5.80 3.90 ＜L≦ 4.00 3.2 3.5

1.50 ＜A≦ 1.60 5.69 ＜H≦ 5.80 2.50 ＜L≦ 2.60 3.1 3.3

1.50 ＜A≦ 1.60 5.69 ＜H≦ 5.80 4.00 ＜L≦ 4.10 3.4 3.7

1.60 ＜A≦ 1.80 5.69 ＜H≦ 5.80 2.60 ＜L≦ 2.80 3.3 3.7

1.60 ＜A≦ 1.80 5.69 ＜H≦ 5.80 4.10 ＜L≦ 4.30 3.6 4.1

1.80 ＜A≦ 1.90 5.69 ＜H≦ 5.80 2.80 ＜L≦ 2.90 3.6 3.9

1.80 ＜A≦ 1.90 5.69 ＜H≦ 5.80 4.30 ＜L≦ 4.40 4.0 4.3

1.96 ＜A≦ 2.10 5.80 ＜H≦ 6.00 2.40 ＜L≦ 2.50 3.9 4.4

2.10 ＜A≦ 2.24 5.80 ＜H≦ 6.00 2.50 ＜L≦ 2.60 4.2 4.6

1.96 ＜A≦ 2.10 5.80 ＜H≦ 6.00 2.40 ＜L≦ 4.00 3.4 3.8

2.10 ＜A≦ 2.24 5.80 ＜H≦ 6.00 4.00 ＜L≦ 4.10 3.6 4.0

2.24 ＜A≦ 2.52 5.80 ＜H≦ 6.00 2.60 ＜L≦ 2.80 3.5 4.0

2.52 ＜A≦ 2.66 5.80 ＜H≦ 6.00 2.80 ＜L≦ 2.90 3.9 4.2

2.24 ＜A≦ 2.52 5.80 ＜H≦ 6.00 4.10 ＜L≦ 4.30 2.6 2.9

2.52 ＜A≦ 2.66 5.80 ＜H≦ 6.00 4.30 ＜L≦ 4.40 2.8 3.1

114.3

139.8

165.2

190.7

165.2

190.7

216.3

267.4

A　m
2種別

L　m
支柱高さ

H　m
梁長さ標識板面積

 
※各パラメータの最小値が記入されていないものについては、最大値を用いて限界板厚最小値を算出している。 

 
表－３．２（d） 標識柱の限界板厚（T 型） 

支柱径 梁径 限界板厚最小値 限界板厚最大値
φ　mm φ　mm tLmin　mm tLmax　mm

T型 5.76 　A≦ 6.30 　H≦ 7.10 5.20 　L≦ 5.50 4.5 4.9

(外照無し) 6.30 ＜A≦ 6.84 　H≦ 7.10 5.50 ＜L≦ 5.80 4.9 5.2

6.84 ＜A≦ 10.08 7.10 ＜H≦ 7.30 5.80 ＜L≦ 6.80 5.2 7.7

10.08 ＜A≦ 10.50 7.10 ＜H≦ 7.30 6.80 ＜L≦ 7.00 7.5 8.0

T型 5.76 　A≦ 6.30 　H≦ 7.10 5.20 　L≦ 5.50 4.9 5.3

(外照有り) 6.30 ＜A≦ 6.84 　H≦ 7.10 5.50 ＜L≦ 5.80 5.3 5.6

6.84 ＜A≦ 10.08 7.10 ＜H≦ 7.30 5.80 ＜L≦ 6.80 5.6 8.1

10.08 ＜A≦ 10.50 7.10 ＜H≦ 7.30 6.80 ＜L≦ 7.00 7.9 8.4

種別
標識板面積 支柱高さ

318.5 165.2

318.5 165.2

梁長さ
A　m

2
H　m L　m

 
※各パラメータの最小値が記入されていないものについては、最大値を用いて限界板厚最小値を算出している。 

 
表－３．２（e） 標識柱の限界板厚（門型） 

支柱径 梁径 支柱間隔 限界板厚最小値 限界板厚最大値
φ　mm φ　mm B　mm tLmin　mm tLmax　mm

門型 139.8 60.5 9.00 ＜A≦ 10.98 　H≦ 7.00 10.00 ＜L≦ 11.10 3.9 4.6

(TYPEⅠ) 76.3 10.98 ＜A≦ 21.42 　H≦ 7.00 11.10 ＜L≦ 16.90 2.0 3.4

(外照無し） 101.6 21.42 ＜A≦ 30.60 　H≦ 7.00 16.90 ＜L≦ 22.00 3.4 4.7

139.8 30.60 ＜A≦ 41.76 　H≦ 7.00 22.00 ＜L≦ 28.20 3.1 4.1

139.8 41.76 ＜A≦ 48.06 　H≦ 7.00 28.20 ＜L≦ 31.70 4.1 4.7

165.2 48.06 ＜A≦ 56.16 　H≦ 7.00 31.70 ＜L≦ 36.20 4.7 5.4

139.8 60.5 10.50 ＜A≦ 10.71 7.00 ＜H≦ 7.25 10.00 ＜L≦ 10.10 4.5 4.7

76.3 10.71 ＜A≦ 23.94 7.00 ＜H≦ 7.25 10.10 ＜L≦ 16.40 1.9 3.8

101.6 23.94 ＜A≦ 36.12 7.00 ＜H≦ 7.25 16.40 ＜L≦ 22.20 3.8 5.6

139.8 36.12 ＜A≦ 50.19 7.00 ＜H≦ 7.25 22.20 ＜L≦ 28.90 3.6 5.0

139.8 50.19 ＜A≦ 58.38 7.00 ＜H≦ 7.25 28.90 ＜L≦ 32.80 4.9 5.8
318.5 165.2 58.38 ＜A≦ 68.67 7.00 ＜H≦ 7.25 32.80 ＜L≦ 37.70 3.9 4.7

門型 139.8 60.5 5.40 ＜A≦ 6.12 　H≦ 7.00 10.00 ＜L≦ 10.40 2.8 3.1

(TYPEⅡ) 76.3 6.12 ＜A≦ 20.88 　H≦ 7.00 10.40 ＜L≦ 18.60 1.4 3.4

(外照無し） 101.6 20.88 ＜A≦ 28.80 　H≦ 7.00 18.60 ＜L≦ 24.00 3.4 4.6

139.8 28.80 ＜A≦ 37.26 　H≦ 7.00 24.00 ＜L≦ 28.70 4.7 5.9
267.4 139.8 37.26 ＜A≦ 45.18 　H≦ 7.00 28.70 ＜L≦ 35.10 3.8 4.6

139.8 60.5 6.30 ＜A≦ 7.35 7.00 ＜H≦ 7.25 10.00 ＜L≦ 10.50 3.1 3.6

76.3 7.35 ＜A≦ 23.31 7.00 ＜H≦ 7.25 10.50 ＜L≦ 18.10 1.5 3.8

101.6 23.31 ＜A≦ 34.65 7.00 ＜H≦ 7.25 18.10 ＜L≦ 24.50 3.8 5.6

139.8 34.65 ＜A≦ 49.14 7.00 ＜H≦ 7.25 24.50 ＜L≦ 31.40 3.6 5.0

139.8 49.14 ＜A≦ 55.44 7.00 ＜H≦ 7.25 31.40 ＜L≦ 36.40 4.9 5.7

門型 114.3 60.5 2.70 ＜A≦ 2.97 　H≦ 7.00 10.00 ＜L≦ 10.30 3.0 3.1

(TYPEⅢ) 165.2 76.3 2.97 ＜A≦ 13.14 　H≦ 7.00 10.30 ＜L≦ 22.60 1.6 4.5

(外照無し） 101.6 13.14 ＜A≦ 18.45 　H≦ 7.00 22.60 ＜L≦ 28.50 2.7 3.6

139.8 18.45 ＜A≦ 22.23 　H≦ 7.00 28.50 ＜L≦ 34.70 3.8 4.6

114.3 60.5 3.15 ＜A≦ 3.68 7.00 ＜H≦ 7.25 10.00 ＜L≦ 10.50 3.2 3.7

165.2 76.3 3.68 ＜A≦ 15.23 7.00 ＜H≦ 7.25 10.50 ＜L≦ 21.50 1.8 5.2

101.6 15.23 ＜A≦ 22.05 7.00 ＜H≦ 7.25 21.50 ＜L≦ 29.00 3.0 4.2

139.8 22.05 ＜A≦ 29.30 7.00 ＜H≦ 7.25 29.00 ＜L≦ 37.90 4.3 5.9

　800
　　　≦B＜
　　　　　1,000

1000　≦B

　800
　　　≦B＜
　　　　　1,000

1,000　≦B

　800
　　　≦B＜
　　　　　1,000

1,000　≦B

種別
標識板面積 支柱高さ 梁長さ

A　m
2

H　m L　m

216.3

267.4

216.3

267.4

216.3

216.3

216.3

267.4

216.3

 
※支柱間隔については、狭いほうが限界板厚に対して安全側の評価となるため、最小値を用いて限界板厚最大値を

算出している。その他のパラメータについては、最大値を用いて限界板厚最大値を算出している。 
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L 

H 

標識板面積 A 

 
図－３．１ F 型標識柱の寸法図 

 

L 

H 

標識板断面積 A 

 
図－３．２ 逆 L 型標識柱の寸法図 
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L 

H 

標識板面積合計 A 

 

図－３．３ T 型標識柱の寸法図 
 
 
 

標識板面積 A 
H 

L B 

 
 

図－３．４ 門型標識柱（TYPEⅠ）の寸法図 
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標識板面積合計 A 
H 

L B 

 
 

図－３．５ 門型標識柱（TYPEⅡ）の寸法図 
 

標識板面積 A 
H 

L B 

 
 

図－３．６ 門型標識柱（TYPEⅢ）の寸法図 
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（4）道路照明の限界板厚算出例 

(a)計算条件 

 道路照明の限界板厚は、(社)日本照明器具工業会「JIL 1003 照明用ポール強度計算基準」

に準じて算出する。 

①材質 

  SS400 

 表－４．１より、許容応力度は以下のとおりとなる。 

  許容応力度σa=235[N/mm
2]（短期） 

 

表－４.１ 材料の許容応力度※ 

許容応力度 

長期 短期 材料 
板厚 

[mm] 
引張・圧縮・曲げ せん断 引張・圧縮・曲げ せん断 

SS400、STK400 

又は、これらに相当するもの 
t≦40 156 90.4 235 136 

STKR400 － 156 90.4 235 136 

SM490、SMA490 

又は、これらに相当するもの 
t≦40 216 125 325 188 

SUS304 

又は、これらに相当するもの 
－ 156 90.4 235 136 

※「照明用ポール強度計算基準 JIL 1003：2002」より 

 

②風速 V 

  V ＝ 60[m/s] 

 

③速度圧 q 

  q ＝ 1/2×ρ×V2 

   ＝ 1/2×1.23×602 

 ＝ 2214[N/mm2] 
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(b)形状寸法 

 ポール形式 ： 12－28YB 

 灯具形式 ： KSC－7 

 

 

         

h
1
 

h
2
 

DB

d1

D 

L

 
図－４．１ 照明ポールの形状寸法 

 

ここに、 

 h1 ：地際部から風荷重の作用する照明器具先端までの高さ 

 h2 ：地際部から直線部上端までの高さ 

 d1 ：曲線部先端の外径 

 DB ：直線部先端の外径 

 D ：地際部の外径 

D=DB＋α･h2 

 L ：曲線部分の長さ 

    L＝(DB－d1)/α 

 α ：ポールのテーパー率 

 

h1 ＝ 12.000 [m] 

h2 ＝ 10.334 [m] 

d1 ＝ 0.075 [m] 

DB ＝ 0.109 [m] 

D ＝ 0.212 [m] 

L ＝ 3.400 [m] 

α ＝ 1/100 
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(c)風荷重の算定 

①風力係数 
 表－４．２、および表－４．３より、風力係数は以下のとおりとなる。 

 照明器具  Cl ＝ 0.7 （ハイウェイ形） 

 ポール   Cp ＝ 0.7 （丸形断面） 

ここに、 

 Cl ：照明器具の風力係数 

 Cp ：ポールの風力係数 

 

表－４．２ ポールの風力係数※ 

断面形状 風力係数 

  
 

丸形断面 0.7 

  
 

正 12 角断面 1.0 

  
 

正 8 角断面 1.2 

  
 

正 6 角断面 1.2 

  
 

正 4 角断面 1.3 

  
 

〃 1.3 

※「照明用ポール強度計算基準 JIL 1003：2002」より 

 

表－４．３ 照明器具の風力係数※ 

照明器具の種類 風力係数 

球形  
 

0.6 

ハイウェイ形  
 

0.7 

ポールヘッド形 

（丸形断面）  
0.7 

角形   1.2 

多角形   
1.0 

蛍光灯 

ナトリウム灯器具   0.8 

※「照明用ポール強度計算基準 JIL 1003：2002」より 
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②照明器具の受圧面積 

 表－４．４より、以下のとおりとなる。 

  A ＝ 0.25[m2]（KSC-7、側面） 

  A’ ＝ 0.16[m2]（KSC-7、正面） 

ここに、 

 A ：照明器具側面の受圧面積 

 A’ ：照明器具正面の受圧面積 

 

表－４．４ 照明器具の受圧面積※ 

受圧面積[m2] 
形式 

側面 正面 

KSC-4 0.17 0.11 

KSC-7 0.25 0.16 

KSN-2-H 0.17 0.10 

KSN-3-H 0.17 0.10 

※「道路・トンネル照明機材仕様書 平成 16年改訂 (社)建設電気技術協会」より 

 
③照明器具の風荷重 P0、P0’ 

 （側面） P0 ＝ Cl･q･A ＝ 0.7×2214×0.25 ＝ 387.5 [N] 

 （正面） P0’ ＝ Cl･q･A ＝ 0.7×2214×0.16 ＝ 248.0 [N] 

ここに、 

 P0 ：照明器具側面の風荷重 

 P0’ ：照明器具正面の風荷重 

 

④ポール曲線部に作用する風荷重 

 （側面） P ＝ Cp･q･L･(d1+DB)/2 

  ＝ 0.7×2214×3.400×(0.075+0.109)/2 

  ＝ 484.8 [N] 

 （正面） P’ ＝ Cp･q･(h1-h2)･(d1+DB)/2 

  ＝ 0.7×2214×(12.000-10.334)･(0.075+0.109)/2 

  ＝  237.5 [N] 

ここに、 

 P ：ポール曲線部側面に作用する風荷重 

 P’ ：ポール曲線部正面に作用する風荷重 
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(d)地際部の曲げモーメント 

 （側面）M ＝ K+2･P0･h1+2･P･{h2+(h1-h2)･2/3} 

  ＝ 11871+2×387.5×12.000+2×484.8×{10.334+(12.000-10.334)×2/3} 

  ＝ 32266 [N･m] 

 （正面）M’ ＝ K+2･P0’･h1+2･P’･{h2+(h1-h2)･2/3} 

  ＝ 11871+2×248.0×12.000+2×237.5×{10.334+(12.000-10.334)×2/3} 

  ＝ 23259 [N･m] 

 

ここに、 

 M ：ポール側面にかかる風荷重により地際部に生じる曲げモーメント 

 M’ ：ポール正面にかかる風荷重により地際部に生じる曲げモーメント 

 K ：ポールの直線部にかかる風荷重により地際部に生じる曲げモーメントで次式により算

出する。 

  K ＝ 1/2･Cp･q(1/3･α･h2
3+DB･h2

2) 

 ＝ 1/2×0.7×2214×(1/3×1/100×10.3343+0.109×10.3342) 

 ＝ 11871 [N･m] 

 

M M’ 

P0 P 

P’ 

曲線部にかかる

風荷重の中心 

P0’ P0

P

【備考】 
・ 照明器具にかかる風荷重の中心は、ポール先端

にあると仮定する。 
・ 曲線部にかかる風荷重の中心は、計算の単純化

のため、円弧形、および放物線形は(h1-h2)/2、
長円形は(h1-h3)･2/3 の高さの点にあると仮定

する。 
・ 軸方向力、およびねじりモーメントは、一般に

その値が小さいため無視する。 
 

P P0 

P’ 

P0’ 

図－４．２ 風荷重作用図 
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(e)限界板厚の算定 

 下式により算出する曲げ応力度が許容応力度σaと等しくなる板厚 t のうち、大きい方が対象

道路照明ポールの限界板厚となる。 

  σ ＝ M/Z 式(1) 

  σ’ ＝ M’/Z 式(2) 

ここに、 

σ ：ポール側面にかかる風荷重により地際部に発生するポールの応力度 

σ’ ：ポール正面にかかる風荷重により地際部に発生するポールの応力度 

Z ：地際部におけるポールの断面係数で、ポール形状により表－４．５のように分けられる。 

 

式(1) ⇔ σ ＝ M/Z ＝ σa 

 ⇔ σa ＝ M/[π/32･{D4-(D-2t)4}/D] 

 ⇔ 235 ＝ 32266×1000/[π/32･{2124-(212-2t)4}/212] 

 ⇔ t ＝ 4.11 [mm] 

 

式(2) ⇔ σ ＝ M’/Z ＝σa 

 ⇔ σa ＝ M’/[π/32･{D4-(D-2t’)4}/D] 

 ⇔ 235 ＝ 23259×1000/[π/32･{2124-(212-2t’)4}/212] 

 ⇔ t’ ＝ 2.91[mm] 

 

 t＞t’より、限界板厚 tLは以下のとおりとなる。 

 

 tL = 4.11[mm] ≒ 4.2[mm]（小数第 2位を繰り上げ） 
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表－４．５ 断面係数※ 

形状 算定式 形状図 

丸形 Zx＝π/32･{D4-(D-2t)4}/D 

D ：ポールの外径 

t ：ポールの板厚 

D

t

 
正多角形 Zx＝π/32･{Dk

4-(Dk-2t)
4}/Dk 

ここに、 

Dk ：丸形に換算した場合の外径で、以下

の値を用いる。 

正 12 角形の場合 Dk=D12 

正 8 角形の場合 Dk=1.013×D8 

正 6 角形の場合 Dk=1.028×D6 
D12 ：正 12 角形の対辺径 

D8 ：正 8角形の対辺径 

D6 ：正 6角形の対辺径 

D6

t

 
正 6 角形の場合 

正四角形 直角方向断面係数 

Z1＝{D4-(D-2t)4}/6D 

45°方向の断面係数 

 Z2＝√2･{D4-(D-2t)4}/12D 

D

t

2D

1

2

 
※「照明用ポール強度計算基準 JIL 1003：2002」より 
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形 式 
（設計風速）

対 象 

（5）F 型標識柱の限界板厚算出例 

(a)設計条件 

 F 型標識柱の限界板厚は、(社)日本道路協会「道路標識設置基準・同解説 昭和 62 年 1 月」

に従って算出するものとする。 

①荷重 

道路標識の設計に用いる設計外力としては、固定荷重と風荷重を考慮する。 

1）固定荷重 

(ⅰ)標示板単位面積当り重量（片持式、門型式、複柱式、歩道橋添架式） 

アルミ板を基盤とし、取付金具を含む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196.1N/m2 

(ⅱ)その他は、それぞれの重量による。 

2）風荷重 

P0＝
1

16
・V2・CD・9.80665 

   ここに、 

P0 ：有効投影面積当り風荷重（N/m2） 

V ：設計風速 路側式、複柱式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40m/sec 

 片持式、門型式、歩道橋添架式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50m/sec 

CD ：抗力係数 支柱（丸形断面の場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.7 

      標示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.2 

以上から、単位面積当りの風荷重は次のようになる。 

 

表－５．１ 風荷重の大きさ 

 
路 側 式 

複 柱 式 

（40ｍ/sec） 

※片  持  式  
門  型  式  
歩道橋添架式 
（50ｍ/sec） 

摘   要 

支   柱 686N/㎡ 1073N/㎡  

標 示 版 1177N/㎡ 1839N/㎡ 
ピン構造の吊下げ 
式は別途考慮する 

※両持式（Ｔ型式）標識も含む。 

 

(b)許容応力度 

 鋼材の許容応力度は以下の通りである。 

 

表－５．２ 鋼材の許容応力度 

板厚 長期許容応力度（N/mm2） 
材質 

（mm） 引張 圧縮※ 曲げ せん断

短期許容応力度 

（N/mm2） 

40mm 以下 156.7 156.7 156.7 90.5 
SS400 

STK400 40mm を超え 

100mm 以下 
143.3 143.3 143.3 82.8 

長期許容応力度の 1.5 倍

※細長比による低減を考慮すること（表－５．３参照） 
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表－５．３ 許容圧縮応力度 fc（F値＝235N/mm2）※ 

λ fc λ fc λ fc λ fc λ fc 
1 

2 

3 

4 

5 
 
6 

7 

8 

9 

10 
 

11 

12 

13 

14 

15 
 

16 

17 

18 

19 

20 
 

21 

22 

23 

24 

25 
 

26 

27 

28 

29 

30 
 

31 

32 

33 

34 

35 
 

36 

37 

38 

39 

40 
 

41 

42 

43 

44 

45 
 

46 

47 

48 

49 

50 

156 

156 

156 

156 

156 
 

156 

156 

156 

155 

155 
 

155 

155 

155 

154 

154 
 

154 

154 

153 

153 

153 
 

152 

152 

151 

151 

151 
 

150 

150 

149 

149 

148 
 

148 

147 

146 

146 

145 
 

145 

144 

143 

143 

142 
 

141 

141 

140 

139 

139 
 

138 

137 

136 

136 

135 

51 

52 

53 

54 

55 
 
56 

57 

58 

59 

60 
 
61 

62 

63 

64 

65 
 
66 

67 

68 

69 

70 
 
71 

72 

73 

74 

75 
 
76 

77 

78 

79 

80 
 
81 

82 

83 

84 

85 
 
86 

87 

88 

89 

90 
 
91 

92 

93 

94 

95 
 
96 

97 

98 

99 

100 

134 

133 

132 

132 

131 
 

130 

129 

128 

127 

126 
 

125 

124 

124 

123 

122 
 

121 

120 

119 

118 

117 
 

116 

115 

114 

113 

112 
 

111 

110 

109 

108 

107 
 

106 

105 

104 

103 

102 
 

101 

100 

99.0 

98.0 

96.9 
 

95.9 

94.8 

93.7 

92.7 

91.5 
 

90.5 

89.4 

88.4 

87.3 

86.2 

101 

102 

103 

104 

105 
 

106 

107 

108 

109 

110 
 

111 

112 

113 

114 

115 
 

116 

117 

118 

119 

120 
 

121 

122 

123 

124 

125 
 

126 

127 

128 

129 

130 
 

131 

132 

133 

134 

135 
 

136 

137 

138 

139 

140 
 

141 

142 

143 

144 

145 
 

146 

147 

148 

149 

150 

85.1 

84.1 

83.0 

81.9 

80.8 
 

79.8 

78.7 

77.6 

76.5 

75.5 
 

74.4 

73.3 

72.3 

71.2 

70.1 
 

69.1 

68.0 

66.9 

65.9 

64.8 
 

63.7 

62.7 

61.7 

60.7 

59.7 
 

58.8 

57.9 

57.0 

56.1 

55.2 
 

54.4 

53.6 

52.8 

52.0 

51.2 
 

50.5 

49.7 

49.0 

48.3 

47.6 
 

46.9 

46.3 

45.6 

45.0 

44.4 
 

43.8 

43.2 

42.6 

42.0 

41.5 

151 

152 

153 

154 

155 
 

156 

157 

158 

159 

160 
 

161 

162 

163 

164 

165 
 

166 

167 

168 

169 

170 
 

171 

172 

173 

174 

175 
 

176 

177 

178 

179 

180 
 

181 

182 

183 

184 

185 
 

186 

187 

188 

189 

190 
 

191 

192 

193 

194 

195 
 

196 

197 

198 

199 

200 

40.9 

40.4 

39.9 

39.3 

38.8 
 

38.3 

37.8 

37.4 

36.9 

36.4 
 

36.0 

35.5 

35.1 

34.7 

34.3 
 

33.8 

33.4 

33.0 

32.7 

32.3 
 

31.9 

31.5 

31.2 

30.8 

30.5 
 

30.1 

29.8 

29.4 

29.1 

28.8 
 

28.5 

28.1 

27.8 

27.5 

27.2 
 

26.9 

26.7 

26.4 

26.1 

25.8 
 

25.6 

25.3 

25.0 

24.8 

24.5 
 

24.3 

24.0 

23.8 

23.5 

23.3 

201 

202 

203 

204 

205 
 

206 

207 

208 

209 

210 
 

211 

212 

213 

214 

215 
 

216 

217 

218 

219 

220 
 

221 

222 

223 

224 

225 
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※「SI 単位版 鋼構造設計規準 2002 年 2月 日本建築学会」より 
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(c)形状寸法 

 

L
h1
＝

7
.
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0
 

L
h2
＝

6
.
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0
 

L
h3
＝

5
.
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0
 

1.
2
0
0
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0
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0
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図－５．１ 形状寸法図 

 

 標識板 ：大きさ 2.000m×3.000m、単位体積重量 196.1N/m2 

 外照灯具 ：受圧面積 0.190m2/灯、単位体積重量 686.5N 

 

 梁主材 ：外径φ＝165.2mm、板厚 t＝4.5mm、単位体積重量ω1＝174.9N/m、鋼種 STK400 

 梁つなぎ材 ：外径φ＝ 89.1mm、板厚 t＝3.2mm、単位体積重量ω0＝ 66.5N/m、鋼種 STK400 

 柱主材 ：外径φ＝267.4mm、板厚 t＝9.3mm、単位体積重量ω3＝580.5N/m、鋼種 STK400 
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(d)荷重の算定 

①梁に作用する荷重 

1）固定荷重（フランジ部は無視する） 

標識板  W1 ＝2.000m×3.000m×196.1N/m2＝1176.8N 

外照灯具 W2 ＝686.5N/灯×2 灯＝1372.9N 

つなぎ材 W3 ＝ω0×2 本×1.200m＝66.5N/m×2 本×1.200m＝159.5N 

合 計  W4 ＝2709.3N 

梁 材  ω1 ＝174.9N/m 

 

2）風荷重（フランジ部は無視する） 

標識板  P1 ＝2.000m×3.000m×1839N/m2＝11034N 

外照灯具 P2 ＝0.190m/灯×2 灯×1839N/m2＝698.8N 

合 計  P3 ＝11732.8N 

梁 材  ω2 ＝0.1652m×1073N/m2＝177.3N/m 

 

3)梁付根部に発生する断面力 

 つなぎ材を無視して、単一材による片持ち梁として計算する。また、荷重は上梁、下梁に

等分布として計算する。 

 

W5(P4)

L2 L3

L1

ω1（ω2）

 

図－５．２ 梁の荷重作用図 

 

(ⅰ)鉛直荷重 

W5 ＝
2

W4
＝

2

2709.3N
＝1354.6N 

ω1 ＝174.9N/m 

(ⅱ)水平荷重 

P4 ＝
2

P3
＝

2

11732.8N
＝5866.4N 

ω2 ＝177.3N/m 
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(ⅲ)梁付根部に発生する断面力 

固定時反力 

 Ry1 ＝W5＋ω1×L1＝1354.6N＋174.9N/m×4.000m＝2054.2N 

 

固定時曲げモーメント 

 My1 ＝W5×（L2＋L3）＋
2

L1ω 2×1
 

  ＝1354.6N×（1.000m＋1.500m）＋
2

m4.000×174.9N/m 2

＝4785.7N･m 

 

風時反力 

 Rx1 ＝P4＋ω2×L2＝5866.4N＋177.3N/m×1.000m＝6043.7N 

 

風時曲げモーメント 

 Mx1 ＝P4×（L2＋L3）＋
2

L2ω 2×2
 

  ＝5866.4N×（1.000m＋1.500m）＋
2

m1.000×177.3N/m 2

＝14754.7N･m 

 

②柱に作用する荷重 

1）固定荷重 

梁 反 力  Ry1 ＝Ry2＝2054.2N 

梁曲げﾓｰﾒﾝﾄ  My1 ＝My2＝4785.7N･m 

柱 材  ω3 ＝580.5N/m 

2）風荷重 

梁 反 力  Rx1 ＝Rx2＝6043.7N 

梁曲げﾓｰﾒﾝﾄ  Mx1 ＝Mx2＝14754.7N･m 

柱 材  ω4 ＝0.2674m×1073N/m2＝286.9N/m 

3）柱下端に発生する断面力 

 集中荷重、および等分布荷重により柱下端の断面力を算出する。 

鉛直力 N1 ＝Ry1＋Ry2＋ω3×Lh1 

       ＝2054.2N＋2054.2N＋580.5N/m×7.200m＝8288.1N 

水平力 N2 ＝Rx1＋Rx2＋ω4×Lh1 

   ＝6043.7N＋6043.7N＋286.9N/m×7.200m＝14153.2N 

固定時曲げﾓｰﾒﾝﾄ My3 ＝My1＋My2  

     ＝4785.7N･m＋4785.7N･m＝9571.5N･m 
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風時曲げﾓｰﾒﾝﾄ Mx3 ＝Rx1（Lh2＋Lh3）＋
2

Lh1×ω 2
4

 

  ＝6043.7N×（6.900m＋5.700m）＋
2

m7.200×286.9N/m 2

 

   ＝83587.2N･m 

風時回転ﾓｰﾒﾝﾄ Mt1 ＝Mx1＋Mx2＝14754.7N･m＋14754.7N･m 

  ＝29509.3N･m 

合成曲げﾓｰﾒﾝﾄ M1 ＝ 2x32y3 MM ＋ ＝ N･m2N･m＋83587.9571.5 ２２  

＝84133.4N･m 

Ry1

Rx1

Rx2 Ry2

Lh1

Lh2
Lh3

ω3(ω4)

 

図－５．３ 柱の荷重作用図 

 

(e)限界板厚の算定 

 組合せ応力度による限界板厚、最大せん断応力度による限界板厚、および最大合成応力度によ

る限界板厚のうち、最も大きいものを当該標識柱の限界板厚とする。 

 

①組合せ応力度による限界板厚 

 以下に示す照査式の左項が 1.00 となる板厚 tを算出する。 

 

照査式：
51

1

ｆ

σ

ｆ

σ

b

bc

c

c

.








＋ ≦1.00 

 

ここに、 

 σc ：圧縮応力度 

 cσb ：曲げ応力度 

 fc ：許容圧縮応力度 

 fb ：許容曲げ応力度
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柱の板厚を t＝7.04mm と仮定すると、柱の断面定数は以下のとおりとなる。 

 

柱の径 φ ＝267.4mm 

板厚 t ＝7.04mm 

断面積 A ＝5758.3mm2 

断面係数 Z ＝365208.9mm3 

断面極 2 次モーメント IP ＝97656856.5mm4 

断面 2次半径 r ＝92.1mm 

座屈長(上下梁の中心から柱下端までとする) Lk ＝12600.0mm 

圧縮材の細長比 λ ＝137.0 

したがって、表－５．２、および表－５．３より許容圧縮応力度、および許容曲げ応力度は

次の通りとなる。 

許容圧縮応力度 fc ＝ 49.7N/mm2（長期） 

許容曲げ応力度 fb ＝156.7N/mm2（長期） 

 

圧縮応力度 σc ＝
A

N1
＝

25758.3mm

8288.1N
＝1.4N/mm2 

曲げ応力度 cσb ＝
Z

M1
＝

３365208.9mm

mmN84133430.5 ⋅
＝230.4N/mm2 

 

 照査式：
51

1

ｆ

σ

ｆ

σ

b

bc

c

c

.








＋ ＝
51

1

156.7N/mm

230.4N/mm

49.7/mm

1.4N/mm
２

２

２

２

.












＋ ＝1.00 

 したがって、組合せ応力度による限界板厚は、tL1＝7.04mm となる。 

 

 

②最大せん断応力度による限界板厚 

 以下に示す照査式の左項が 1.00 となる板厚 tを算出する。 

 

照査式：
51×f

τ

ｓ

max

.
≦1.00 

 

ここに、 

 τmax ：最大せん断応力度 

 fs ：許容せん断応力度 

 

 柱の板厚を t＝6.32mm と仮定すると、柱の断面定数は以下のとおりとなる。 
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柱の径 φ ＝267.4mm 

板厚 t ＝6.32mm 

断面積 A ＝5183.7mm2 

断面係数 Z ＝330537.5mm3 

断面極 2 次モーメント IP ＝88385737.0mm4 

表－５．２より、許容せん断応力は以下のとおりである。 

許容せん断応力度 fs ＝90.5N/mm2（長期） 

 

圧縮応力度 σc ＝
A

N1
＝

25183.7mm

8288.1N
＝1.6N/mm2 

曲げ応力度 cσb ＝
Z

M1
＝

３330537.5mm

mmN84133430.5 ⋅
＝254.5N/mm2 

組合せ応力度 σ ＝σc＋cσb＝1.6N/mm2＋254.5N/mm2＝256.1N/mm2 

ねじれせん断応力度 τ ＝
2

267.4mm
×

mm88385737.0

mmN29509309.6
＝

2

φ
×

I

M

４P

t1 ⋅
＝44.6N/mm2 

最大せん断応力度 τmax ＝
1

2
σ 4×τ

２ ２+  

  ＝ ２２２２ mmN44.6×4mmN256.1
2

1 // + ＝135.6N/mm2 

 

照査式：
51×mm90.5N

mm135.6N
＝

51×f

τ

２

２

ｓ

max

./

/
.

＝1.00 

 

 したがって、最大せん断応力度による限界板厚は、tL2＝6.32mm となる。 

 

 

③最大合成応力度による限界板厚 

 以下に示す照査式の左項が 1.00 となる板厚 tを算出する。 

 照査式：
51×f

σ

b

max

.
≦1.00 

ここに、 

 σmax ：最大合成応力度 

 fb ：許容曲げ応力度 

 

 柱の板厚を t＝7.16mm と仮定すると、柱の断面定数は以下のとおりとなる。 

 

柱の径 φ ＝267.4mm 

板厚 t ＝7.16mm 
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断面積 A ＝5853.8mm2 

断面係数 Z ＝370930.3mm3 

断面極 2 次モーメント IP ＝99186753.9mm4 

表－５．２より、許容曲げ応力度は以下のとおりである。 

許容曲げ応力度 fb ＝156.7N/mm2（長期） 

 

圧縮応力度 σc ＝
A

N1
＝

25853.8mm

8288.1N
＝1.4N/mm2 

曲げ応力度 cσb ＝
Z

M1
＝

３370930.3mm

mmN84133430.5 ⋅
＝226.8N/mm2 

組合せ応力度 σ ＝σc＋cσb＝1.4N/mm2＋226.8N/mm2＝228.2N/mm2 

ねじれせん断応力度 τ ＝
2

267.4mm
×

mm99186753.9

mmN29509309.6
＝

2

φ
×

I

M

４P

t1 ⋅
＝39.8N/mm２ 

最大せん断応力度 τmax ＝
1

2
σ 4×τ

２ ２+  

  ＝ ２２２２ mmN39.8×4mmN228.2
2

1 // + ＝120.9N/mm2 

最大合成応力度 σmax ＝
σ

2
＋τmax 

  ＝
2

228.2N/mm２

＋120.9N/mm2＝235.0N/mm2 

 

照査式：
51×mm156.7N

mm235N
＝

51×f

σ

２

２

b

max

./

/
.

＝1.00 

 

 したがって、最大合成応力度による限界板厚 tL3は、tL3＝7.16mm となる。 

 

 

 tL3＞tL1＞tL2より、本標識柱の限界板厚 tLは、 

 

tL＝tL3＝7.16mm≒7.2mm（小数第 2 位を繰り上げ） 

 

となる。 
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（6）門型標識柱の限界板厚算出例 

(a)形状寸法 

 

L＝22.000 
L2＝17.000 L1＝2.500 L3＝2.500 

1
.
6
0
0
 

B=0.800 

H
＝

6
.
9
0
0
 

H
1
＝

5
.
6
0
0
 

H
2
=
1
.
0
0
0
 

H
3
＝

0
.
3
0
0
 

 

図－６．１ 形状寸法図 

 

標識板 ：大きさ 1.600m×17.000m、単位体積重量＝196.1N/m2 

 

梁主材 ：外径φ＝ 89.1mm、板厚 t＝4.2mm、単位体積重量ω1 ＝ 86.2N/m、鋼種 STK400 

梁側面ﾗﾁｽ材 ：外径φ＝ 34.0mm、板厚 t＝2.3mm、単位体積重量ω1s ＝ 17.6N/m、鋼種 STK400 

梁上下面ﾗﾁｽ材 ：外径φ＝ 34.0mm、板厚 t＝2.3mm、単位体積重量ω1u ＝ 17.6N/m、鋼種 STK400 

柱主材 ：外径φ＝216.3mm、板厚 t＝5.8mm、単位体積重量ω2 ＝295.3N/m、鋼種 STK400 

柱ﾗﾁｽ材 ：外径φ＝ 42.7mm、板厚 t＝2.3mm、単位体積重量ω2’ ＝ 22.5N/m、鋼種 STK400 
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(b)荷重の算定 

①梁に作用する荷重 

1)固定荷重 

 標識板 ωz1 ＝H4×196.1N/m2＝1.600m×196.1N/m2＝313.8N/m 

 梁材 ωz2 ＝梁主材＋側面ﾗﾁｽ材＋上下面ﾗﾁｽ材 

  ＝345.0N/m＋70.5N/m＋60.3N/m＝475.7N/m 

   梁主材  ω1×4本＝86.2N/m×4 本＝345.0N/m 

   側面ﾗﾁｽ材 ω1s×2面/cosα＝17.6N/m×2面/0.500＝70.5N/m 

   上下面ﾗﾁｽ材 ω1u×2面/cosθ＝17.6N/m×2面/0.585＝60.3N/m 

 

2)風荷重（フランジ部は無視する） 

 標識板 ωx1 ＝H4×1839N/m2＝1.600m×1839.0N/m2＝2942.4N/m 

 梁材 ωx2 ＝梁主材＋側面ﾗﾁｽ材 

  ＝382.4N/m＋145.9N/m＝528.3N/m 

   梁主材  φ×1073N/m2×4本＝0.0891m×1073N/m2×4 本＝382.4N/m 

   側面ﾗﾁｽ材 φ×1073N/m2×2面/cosα 

＝0.034m×1073N/m2×2 面/0.500＝145.9N/m 

 

上下面

B

Lk2 θ

Lk

側面

H2

Lk

Lk1 α

 

図－６．２ 梁ﾗﾁｽ材の寸法図 

 Lk ＝1.155m 

 Lk1 ＝1.155m 

 LK2 ＝0.987m 

 B ＝0.800m 

 H2 ＝1.000m 

 cosα ＝0.500 

 cosθ ＝0.585 
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3)梁付根部に発生する断面力 

(ⅰ)固定時 

固定時反力 RBZ ＝RCZ ＝
1
2
×ωZ1×L2＋

1
2
×ωZ2×L 

 ＝
1
2
×313.8N/m×17.000m＋

1
2
×475.7N/m×22.000m＝7900.4N 

L

L1 L2 L3

ωz2

ωz1

B C

 

図－６．３ 梁の荷重作用状態（固定時） 

 

(ⅱ)風時 

 風時反力 RBX＝RCX ＝
1
2
×ωX1×L2＋

1
2
×ωX2×(L1＋L3) 

  ＝
1
2
×2942.4N/m×17.000m＋

1
2
×528.3N/m×(2.500m＋2.500m) 

  ＝26331.2N 

L

L1 L2 L3

ωX2

ωx1

B C

ωX2

 

図－６．４ 梁の荷重作用状態（風時） 

 

②柱に作用する荷重 

1)固定荷重 

 梁反力 RBZ ＝7900.4N 

 柱材 ωZ3 ＝柱主材＋柱ﾗﾁｽ材＝590.5N/m＋31.8N/m＝622.3N/m 

  柱主材 ω2×2本＝295.3N/m×2本＝590.5N/m 

  柱ﾗﾁｽ材 ω2’/cosβ＝22.5N/m / 0.707＝31.8N/m 
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B

l2

ld
β

 
図－６．５ 柱ﾗﾁｽ材の寸法図 

 

B ＝0.800m 

ld ＝1.131m 

l2 ＝0.800m 

cosβ ＝0.707 

 

2)風荷重 

 梁反力 RBX ＝26331.2N 

 柱材 ωX3 ＝φ×1073N/m2×2 本＝0.2163m×1073N/m2×2本＝464.2N/m 

 

3)柱下端に発生する断面力 

鉛直力 NAZ ＝RBZ＋ωZ3×H 

  ＝7900.4N＋622.3N/m×6.900m＝12194.4N 

水平力 HAX ＝RBX＋ωX3×H 

  ＝26331.2N＋464.2N/m×6.900m＝29534.0N 

風時曲げモーメント MAX ＝RBX×H’＋
2

1
ωX3×H 

 ＝26331.2N×6.100m＋
2

1
×464.2N/m×6.9002m 

 ＝171670.1N･m 
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RBz

RBX

HAX

H

H'

MAX

NAZ

 

図－６．６ 柱に作用する断面力図 

 

③斜風時における断面力 

 柱脚部を反固定と仮定し、反曲点高比を 75％とする。 

 

Py

ωy ωy

B

A D

C

H'

L
 

図－６．７ 斜風時における荷重作用図 

 

 梁反力 Py ＝
2

1
×(RBX×2 本)＝

2

1
×（26331.2N×2本）＝26331.2N 

 柱材 ωy ＝
2

1
×ωX3＝

2

1
×464.0N/m＝328.2N/m 

 水平力 ΣHy ＝Py＋2 本×ωy×H’＝26331.2N＋2本×328.2N/m×6.100m 

  ＝30335.5N 

 斜風時曲げﾓｰﾒﾝﾄ ΣMy ＝Py×H’＋
2

1
×2本×ωy×H’2 

  ＝26331.2N×6.100m＋
2

1
×2 本×328.2N/m×6.1002m 

  ＝172833.5N･m 

 

H ＝6.900m 

H’ ＝6.100m 
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 A 点、B点、C 点、および D 点の断面力は以下のとおりとなる。 

 

鉛直力 VAy ＝VDy ＝ΣMy/L＝172833.5N･m／22.000m＝7856.1N 

水平力 HAy ＝HDy ＝ΣHy/2＝30335.5N/2＝15167.8N 

曲げモーメント MBy ＝MCy ＝
2

1
×0.75×ΣMy＝

2

1
×0.75×172833.5N･m 

   ＝64812.6N･m 

 MAy ＝MDy ＝
2

1
×0.25×ΣMy＝

2

1
×0.25×172805.0N･m 

   ＝21604.2N･m 

 

 したがって、限界板厚の算定に用いる断面力は以下のとおりとなる。 

圧縮力 Nz ＝NAz＋VAy＝12194.4N＋7856.1N＝20050.4N 

曲げモーメント My ＝MBy＝64812.6N･m 

 

 

(c)限界板厚の算定 

 風時における柱下端の限界板厚と斜風時における柱上端の限界板厚のうち、大きい方を当該標

識柱の限界板厚とする。 

 

①風時における柱下端の限界板厚 

 以下に示す照査式の左項が 1.00 となる柱主材の板厚 tを算出する。 

照査式：
51

1

ｆ

σ

ｆ

σ

b

bc

c

c

.








＋ ≦1.00 

ここに、 

 σc ：圧縮応力度 

 cσb ：曲げ応力度 

 fc ：許容圧縮応力度 

 fb ：許容曲げ応力度 

 

1)柱主材の断面係数 

 柱主材の板厚を t＝2.52mm と仮定すると、断面定数は以下のとおりとなる。 

 柱の径 φ ＝216.3mm 

 板厚 t ＝2.52mm 

 断面積 A1 ＝1692.5mm2 

 断面 2 次モーメント I1 ＝9669900.1mm4 

 断面 2 次半径 r1 ＝75.6mm 
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2)柱ﾗﾁｽ材の断面係数 

 径 φ ＝42.7mm 

 板厚 t ＝2.3mm 

 断面積 A2 ＝291.9mm2 

 断面 2 次モーメント I2 ＝59749.9mm4 

 断面 2 次半径 r2 ＝14.3mm 

 

3)主材断面 

 断面積 A ＝2×A1＝2×1692.5mm2＝3384.9mm2 

 断面 2 次モーメント Ix ＝2× 





 ×× ２BA

4

1
＋I 11  

  ＝2× 





 ×× ２２4 800.01692.5mm

4

1
＋m9669900.1m  

  ＝560925844.1mm4 

 Iy ＝2×I1＝2×9669900.1mm4＝19339800.2mm4 

断面係数 Zx ＝ 3

4

mm＝1103858.8
3mm800mm＋216.

1mm560925844.2
＝

B＋

Ｉ2 x ××
φ

 

 Zy ＝2×Z1＝2×89411.9mm3＝178823.9mm3 

断面 2次半径 rx ＝
A

Ix
＝

2

4

3384.9mm

1mm560925844.
＝407.1mm 

 ry ＝
A

Iy
＝

2

4

3384.9mm

mm19339800.2
＝75.6mm 

B

l2

ld
β

x

y

 

図－６．８ 柱寸法図 

 

B ＝0.800m 

ld ＝1.131m 

l2 ＝0.800m 

cosβ ＝0.707 
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組立材の圧縮比 λ1 ＝π
2l2・B

ld

An

A

2

3

×
×

 

（「SI 単位版 鋼構造設計規準 2002 年 2月 日本建築学会」参照） 

  ＝π
mm0.0800.0mm・80

mm1131.4

291.9mm1

3384.9mm

22

2 3

×
×

＝18.0 

組立材の断面 2次半径 rx ＝ 2
1

2

＋r
2

B








＝ mm＋75.6
2

800.0mm 2
2









＝407.08mm 

λ1＜20 より、 

x 軸細長比 λx ＝
407.08mm

800.0mm2
＝

r

2l

x

2 ×
＝4 

 λxe ＝λx＝4 

y 軸細長比 ly ＝H’＝6100.0mm 

 λy ＝
y

y

r

l
＝

75.6mm

6100.0mm
＝81 

 

λy＞λxeより、許容応力度を算定する細長比は 81とする。 

したがって、許容圧縮応力度及び許容曲げ応力度は、fc＝fb＝106.0N/mm2 

 

 圧縮応力度 σc ＝NAZ/A＝12194.4N/3384.9mm2＝3.6N/mm2 

 曲げ応力度 cσb ＝MAX/ZX＝171670071.7N･mm/1103858.8mm3＝155.5N/mm2 

 

照査式：
51

1

ｆ

σ

ｆ

σ

b

bc

c

c

.








＋ ＝
51

1

106.0N/mm

155.5N/mm

106.0N/mm

3.6N/mm

2

2

2

2

.












＋ ＝1.00 

 

したがって、風時における限界板厚 tL1＝2.52mm となる。 
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②斜風時における柱上端の限界板厚 

 以下に示す照査式の左項が 1.00 となる柱主材の板厚 tを算出する。 

照査式：
51

1

ｆ

σ

ｆ

σ

b

bc

c

c

.








＋ ≦1.00 

ここに、 

 σc ：圧縮応力度 

 cσb ：曲げ応力度 

 fc ：許容圧縮応力度 

 fb ：許容曲げ応力度 

 

1)柱主材の断面係数 

 柱主材の板厚を t＝4.07mm と仮定すると、断面定数は以下のとおりとなる。 

 柱の径 φ ＝216.3mm 

 板厚 t ＝4.07mm 

 断面積 A1 ＝2713.6mm2 

 断面 2 次モーメント I1 ＝141321.4mm4 

 断面 2 次半径 r1 ＝75.0mm 

 

2)柱ﾗﾁｽ材の断面係数 

 径 φ ＝42.7mm 

 板厚 t ＝2.3 

 断面積 A2 ＝291.9mm2 

 断面 2 次モーメント I2 ＝59749.9mm4 

 断面 2 次半径 r2 ＝14.3mm 

 

3)主材断面 

 断面積 A ＝2×A1＝2×2713.6mm2＝5427.3mm2 

 断面 2 次モーメント Ix ＝2× 





 ×× ２BA

4

1
＋I 11  

  ＝2× 





 ×× ２２4 800.02713.6mm

4

1
＋mm15283904.2  

  ＝898930256.5mm4 

 Iy ＝2×I1＝2×15283904.2mm4＝30567808.5mm4 

断面係数 Zx ＝ 3

4

mm＝1769025.4
3mm800mm＋216.

5mm898930256.2
＝

B＋

Ｉ2 x ××
φ

 

 Zy ＝2×Z1＝2×141159.5mm3＝282318.9mm3 

断面 2次半径 rx ＝
A

Ix
＝

2

4

5427.3mm

5mm898930256.
＝407.0mm 

60



 ry ＝
A

Iy
＝

2

4

5427.3mm

mm30567808.5
＝75.0mm 

B

l2

ld
β

x

y

 

図－６．９ 柱寸法図 

 

組立材の圧縮比 λ1 ＝π
2l2・B

ld

An

A

2

3

×
×

 

（「SI 単位版 鋼構造設計規準 2002 年 2月 日本建築学会」参照） 

  ＝π
mm0.0800.0mm・80

mm1131.4

291.9mm1

5427.3mm

22

2 3

×
×

＝22.8 

組立材の断面 2次半径 rx ＝ 2
1

2

＋r
2

B








＝ mm＋75.0
2

800.0mm 2
2









＝406.98mm 

λ1＞20 より、 

x 軸細長比 λx ＝
406.98mm

800.0mm2
＝

r

2l

x

2 ×
＝4 

 λxe ＝
22

1X ＋λλ ＝ 22＋22.84 ＝23 

y 軸細長比 ly ＝H’＝6100.0mm 

 λy ＝
y

y

r

l
＝

75.0mm

6100.0mm
＝81 

 

λy＞λxeより、許容応力度を算定する細長比は 81とする。 

したがって、許容圧縮応力度及び許容曲げ応力度は、fc＝106.0N/mm2、fb＝156.7N/mm2 

 

 圧縮応力度 σc ＝NZ/A＝20050.4N/5427.3mm2＝3.7N/mm2 

B ＝0.800m 

ld ＝1.131m 

l2 ＝0.800m 

cosβ ＝0.707 
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 曲げ応力度 cσb ＝My/Zy＝64812567.0N･mm/282642.7mm3＝229.3N/mm2 

 

照査式：
51

1

ｆ

σ

ｆ

σ

b

bc

c

c

.








＋ ＝
51

1

156.7N/mm

229.3N/mm

106.0N/mm

3.7N/mm

2

2

2

2

.












＋ ＝1.00 

 

したがって、斜風時における限界板厚 tL2＝4.07mm となる。 

 

tL2＞tL1より、本標識柱の限界板厚 tLは、 

 

tL＝tL2＝4.07mm≒4.1mm（小数第 2 位繰り上げ） 

 

となる。 
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